
第100期
自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

住 友 電 設 株 式 会 社



第100期（自2024年4月1日 至2025年3月31日)

有 価 証 券 報 告 書

１ 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同

法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用

し、提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであり

ます。

２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された

監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告

書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。

住 友 電 設 株 式 会 社



目 次

頁

第100期 有価証券報告書

【表紙】 ……………………………………………………………………………………………………………………… １

第一部 【企業情報】……………………………………………………………………………………………………… ２

第１ 【企業の概況】…………………………………………………………………………………………………… ２

１ 【主要な経営指標等の推移】………………………………………………………………………………… ２

２ 【沿革】………………………………………………………………………………………………………… ４

３ 【事業の内容】………………………………………………………………………………………………… ６

４ 【関係会社の状況】…………………………………………………………………………………………… ８

５ 【従業員の状況】……………………………………………………………………………………………… ９

第２ 【事業の状況】…………………………………………………………………………………………………… 11

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】…………………………………………………………… 11

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】…………………………………………………………… 15

３ 【事業等のリスク】…………………………………………………………………………………………… 22

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】………………………… 25

５ 【重要な契約等】……………………………………………………………………………………………… 31

６ 【研究開発活動】……………………………………………………………………………………………… 31

第３ 【設備の状況】…………………………………………………………………………………………………… 33

１ 【設備投資等の概要】………………………………………………………………………………………… 33

２ 【主要な設備の状況】………………………………………………………………………………………… 33

３ 【設備の新設、除却等の計画】……………………………………………………………………………… 34

第４ 【提出会社の状況】……………………………………………………………………………………………… 35

１ 【株式等の状況】……………………………………………………………………………………………… 35

２ 【自己株式の取得等の状況】………………………………………………………………………………… 38

３ 【配当政策】…………………………………………………………………………………………………… 39

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】…………………………………………………………………… 40

第５ 【経理の状況】…………………………………………………………………………………………………… 60

１ 【連結財務諸表等】…………………………………………………………………………………………… 61

２ 【財務諸表等】…………………………………………………………………………………………………100

第６ 【提出会社の株式事務の概要】…………………………………………………………………………………118

第７ 【提出会社の参考情報】…………………………………………………………………………………………119

１ 【提出会社の親会社等の情報】………………………………………………………………………………119

２ 【その他の参考情報】…………………………………………………………………………………………119

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】………………………………………………………………………………120

監査報告書

内部統制報告書

確認書



― 1 ―

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年6月25日

【事業年度】 第100期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

【会社名】 住友電設株式会社

【英訳名】 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 谷 信

【本店の所在の場所】 大阪市西区阿波座2丁目1番4号

【電話番号】 大阪(06)6537-3400(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 谷 奥 浩 治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田3丁目12番15号

【電話番号】 東京(03)3454-7311(代表)

【事務連絡者氏名】 東京総務部長 堀 内 佐

【縦覧に供する場所】 住友電設株式会社東京本社

(東京都港区三田3丁目12番15号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)



― 2 ―

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月

売上高 (百万円) 154,053 167,594 175,120 185,524 203,639
経常利益 (百万円) 11,937 13,900 14,394 13,502 18,914
親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 8,048 9,140 9,384 10,060 12,800

包括利益 (百万円) 13,105 10,133 9,527 14,866 13,390
純資産額 (百万円) 86,381 93,385 99,618 110,932 119,178
総資産額 (百万円) 146,733 161,036 162,587 181,664 197,577
1株当たり純資産額 (円) 2,331.62 2,526.98 2,681.14 2,988.28 3,232.72
1株当たり当期純利益 (円) 226.22 257.43 265.05 284.09 363.52
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 56.5 55.5 58.4 58.3 57.6
自己資本利益率 (％) 10.3 10.6 10.2 10.0 11.7
株価収益率 (倍) 10.6 8.7 9.6 11.8 13.3
営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 14,965 6,861 5,094 8,514 13,794

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,771 11,525 △2,388 △499 △2,887

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,929 △3,382 △3,502 △3,835 △5,353

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 39,589 54,921 54,428 59,085 64,658

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(人)
3,466 3,485 3,518 3,492 3,547

〔586〕 〔607〕 〔464〕 〔439〕 〔455〕

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月

売上高 (百万円) 119,071 127,126 129,317 143,943 154,183
経常利益 (百万円) 10,276 11,265 11,581 12,283 15,830
当期純利益 (百万円) 7,349 7,947 8,645 10,278 11,251
資本金 (百万円) 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440
発行済株式総数 (千株) 35,635 35,635 35,635 35,635 35,635
純資産額 (百万円) 73,070 77,718 82,406 92,395 98,604
総資産額 (百万円) 125,518 135,613 137,397 154,003 169,661
1株当たり純資産額 (円) 2,053.89 2,195.61 2,327.50 2,608.85 2,803.17

1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)

(円)
(円)

74.00 86.00 94.00 106.00 146.00
(35.00) (37.00) (43.00) (47.00) (60.00)

1株当たり当期純利益 (円) 206.59 223.84 244.20 290.24 319.53
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 58.2 57.3 60.0 60.0 58.1
自己資本利益率 (％) 10.7 10.5 10.8 11.8 11.8
株価収益率 (倍) 11.7 9.9 10.5 11.6 15.2
配当性向 (％) 35.8 38.4 38.5 36.5 45.7
従業員数

〔外、平均臨時雇用者数〕
(人)

1,600 1,680 1,707 1,753 1,823
〔6〕 〔5〕 〔3〕 〔1〕 〔－〕

株主総利回り
(比較指標：配当込みTOPIX)

(％)
(％)

111.7
(142.1)

107.4
(145.0)

126.3
(153.4)

167.6
(216.8)

240.9
(213.4)

最高株価 (円) 2,954 2,596 2,755 3,460 5,260
最低株価 (円) 1,961 1,902 2,096 2,444 2,929

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所第一部におけるものであり、2022年4月4日以降

は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
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２ 【沿革】

1947年 3月 当社の前身である太陽電気工事有限会社を、関西電力株式会社の戦災復旧工事に協力する

ため、住友電気工業株式会社出身者を中心にして設立。

1950年 4月 株式会社組織(太陽電設工業株式会社)に改め、地中線ケーブル及び海底ケーブル工事を業

務の主体とする。

1953年 2月 東京支店(現東京本社)設置。

1956年 9月 テレビ放送の開始に先立ち、テレビ放送局の発信用アンテナ工事を開始。

1959年11月 名古屋出張所(現中部支社)設置。

1962年11月 株式を大阪証券取引所市場第二部に上場。

1967年10月 東京都港区に電気設備及び電力工事の施工協力会社として住電電業株式会社(現・連結子会

社)を設立。

1967年10月 大阪市此花区に電気設備工事の施工協力会社として株式会社太陽設備(現・連結子会社 ト

ーヨー電気工事株式会社、現・大阪府吹田市)を設立。

1968年 8月 大阪市此花区に電力工事の施工協力会社として株式会社太陽送電(現・連結子会社 株式会

社セメック)を設立。

1968年12月 合併準備のため、工藤電気株式会社の電気機器の工場部門を独立させ、大阪府寝屋川市に

工藤電気株式会社(スミセツテクノ株式会社を経て、2023年10月に株式譲渡)を設立。

1969年 3月 工藤電気株式会社(電気工事部門)を吸収合併し、社名を太陽工藤工事株式会社に変更、住

友電気工業株式会社より施設工事等の営業を譲受し、配変電工事を開始。

1970年 8月 大阪市福島区に本社新社屋を建設。

1972年11月 株式を東京証券取引所市場第二部に上場。

1974年11月 大阪市福島区に業務支援会社として株式会社太陽サービス(スミセツエンジニアリング株式

会社を経て、2020年1月に当社への吸収合併により消滅)を設立。

1975年 5月 東京都港区に業務支援会社として株式会社東京太陽サービス(スミセツエンジニアリング株

式会社を経て、2020年1月に当社への吸収合併により消滅)を設立。

1977年 3月 インドネシアに総合工事会社PT タイヨー シナール ラヤ テクニク(現・連結子会社)を設

立。

1977年 8月 東京都港区に電気設備工事の施工協力会社として新合同電設株式会社(スミセツエンジニア

リング株式会社を経て、2020年1月に当社への吸収合併により消滅)を設立。

1978年 1月 札幌市中央区に電気設備工事の施工協力会社として北光電業株式会社(1993年5月に北海道

住電電業株式会社へ社名変更、2018年2月に清算)を設立。

1979年11月 マレーシアに総合設備工事会社テマコン エンジニアリング SDN.BHD.(現・連結子会社)を

設立。

1984年 6月 大阪市福島区に業務支援会社として大阪技術協力株式会社(2010年9月に社名をSEMビジネス

サポートへ変更、2016年8月に清算)を設立。

1985年 7月 社名を住友電設株式会社に変更。

1985年10月 住電空調株式会社を吸収合併し、空調機器、冷凍機等の販売及び給湯給水器の製造・販売

を開始。

1985年10月 タイに総合設備工事会社タイ セムコン CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立。

1988年10月 名古屋市瑞穂区に電気設備工事の施工協力会社として名和電業株式会社(現・連結子会社

トーヨー電気工事株式会社、現・大阪府吹田市)を設立。

1990年12月 フィリピンに総合設備工事会社スミセツ フィリピンズ,INC.(現・連結子会社)を設立。

1991年 6月 本店を大阪市西区に移転。

1992年 2月 東京都港区にプラント・空調設備工事の施工協力会社としてスミセツエンジニアリング株

式会社(2003年4月に株式会社セムテックへ吸収合併、株式会社セムテックは社名をスミセ

ツエンジニアリング株式会社に変更し、2020年1月に当社への吸収合併により消滅)を設

立。

1995年 9月 東京証券取引所、大阪証券取引所市場第一部上場。
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1998年 4月 空調機器販売部門を独立させ、大阪市北区にエスイーエム・ダイキン株式会社(現・連結子

会社、現・大阪市西区)を設立。

1998年10月 インドネシアに総合工事会社PT チカラン ヒジョウ インダを設立。(2008年2月に株式譲

渡)

1999年10月 東京都港区に情報通信サービス会社アイティ ソリューション サービス株式会社(現・連結

子会社)を設立。

1999年10月 スミセツエンジニアリング株式会社(2003年4月に株式会社セムテックへ吸収合併、株式会

社セムテックは社名をスミセツエンジニアリング株式会社に変更し、2020年1月に当社への

吸収合併により消滅)に、新和電業株式会社(旧新合同電設株式会社)及び株式会社セムテッ

ク東京(旧株式会社東京太陽サービス)を吸収合併。

1999年11月 設計業務支援会社として大阪市西区に株式会社エスイーエムキャド大阪(2010年12月に清

算)を設立。

2003年 4月 株式会社セムテック(旧・株式会社太陽サービス)とスミセツエンジニアリング株式会社は

合併し、スミセツエンジニアリング株式会社は解散、存続会社の株式会社セムテックは社

名をスミセツエンジニアリング株式会社(2020年1月に当社への吸収合併により消滅)に変

更。

2003年 8月 中華人民共和国に総合設備工事会社住設機電工程(上海)有限公司(現・連結子会社)を設

立。

2010年 1月 中華人民共和国に総合設備工事会社上海住設貿易有限公司(現・連結子会社)を設立。

2017年 7月 トーヨー電気工事株式会社に、名和電業株式会社を吸収合併。

2017年 7月 大韓民国に総合設備工事会社韓国住電電業株式会社(2022年3月に清算)を設立。

2018年 7月 タイに総合設備工事会社ティーエスシー テックアジア CO.,LTD.(現・連結子会社)を設

立。

2018年12月 茨城県日立市の架空送電線工事会社田村電気工事株式会社(現・非連結子会社、2024年4月

に社名をスミセツパワーライン株式会社へ変更)を子会社化。

2019年 7月 ベトナムに総合設備工事会社スミセツ ベトナム CO.,LTD(現・連結子会社)を設立。

2020年 1月 スミセツエンジニアリング株式会社を吸収合併。

2022年 4月 東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所プライム市場に移行。

2023年10月 スミセツテクノ株式会社を株式譲渡。

2024年12月 愛媛県西条市の一般電気工事会社株式会社西電(現・非連結子会社)を子会社化。
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３ 【事業の内容】

当企業集団は、当社、親会社、子会社15社、関連会社1社によって構成され、電気設備工事を中心とする設備工事

業を主な事業とし、設備工事に関連するエンジニアリングサービス、機器の販売等の事業活動を展開しております。

各事業における当企業集団の位置付け等は次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の

区分であります。

(設備工事業)

当社は電気設備工事を中心とした設備工事業を営んでおり、その施工する工事の一部を連結子会社である住電電業

㈱他11社、非連結子会社であるスミセツパワーライン㈱及び㈱西電、関連会社である西部電工㈱へ発注しておりま

す。

(その他事業)

当社は保険代理店業務を営んでおります。

連結子会社であるエスイーエム・ダイキン㈱は空調機器、太陽光発電システム等の販売を中心とした事業を営んで

おります。

当社は、エスイーエム・ダイキン㈱に対して機器の発注をしております。

当社の親会社である住友電気工業㈱は自動車関連事業、情報通信関連事業、エレクトロニクス関連事業、環境エネ

ルギー関連事業、産業素材関連事業他を営んでおり、当社は同社並びに同社のグループ会社から各種設備工事を受注

しており、また、同社並びに同社のグループ会社から電線ケーブル等の材料を仕入れております。

なお、当グループの事業内容を区分すると次のとおりであります。

セグメントの名称 事業内容 会社

設
備
工
事
業

電力工事 送配変電設備工事の設計、施工、監理

住友電設㈱(当社)
(連結子会社)
㈱セメック

(非連結子会社)
スミセツパワーライン㈱

一般電気工事
ビル、工場等の電気設備工事及び再生可
能エネルギー、環境関連工事の設計、施
工、監理

当社
(連結子会社)
住電電業㈱
トーヨー電気工事㈱

PT タイヨー シナール ラヤ テ
クニク

住設機電工程(上海)有限公司
上海住設貿易有限公司

テマコン エンジニアリング
SDN.BHD.
スミセツ フィリピンズ,INC.
タイ セムコン CO.,LTD.
ティーエスシー テックアジア
CO.,LTD.
スミセツ ベトナム CO.,LTD

(非連結子会社)
㈱西電

(持分法非適用関連会社)
西部電工㈱

情報通信工事
電気通信設備工事の設計、施工、監理
情報通信機器及び周辺機器並びにソフト
ウェアの販売

当社
(連結子会社)
アイティ ソリューション サービス㈱

プラント・
空調工事

プラント工事、空調衛生管工事の設計、
施工、監理

当社

その他事業
保険代理店業務 当社

(連結子会社)
空調機器、太陽光発電システム等の販売 エスイーエム・ダイキン㈱
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事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

(％)

関係内容

役員の派遣状況

設備等の
賃貸借

営業上の
取引他

当社
役員
(人)

当社
職員
(人)

転籍
(人)

(連結子会社)

住電電業㈱ 東京都港区 60 設備工事業 100.00 － 3 － 建物
設備工事の発注先
資金の借入

アイティ ソリューシ
ョン サービス㈱

東京都港区 100 設備工事業 95.00 － 4 － 建物
設備工事の発注先
資金の借入

エスイーエム・ダイキ
ン㈱

大阪市西区 80 その他事業 51.00 1 1 1 建物 空調機器の発注先

トーヨー電気工事㈱ 大阪府吹田市 21 設備工事業 100.00 － 4 － 建物
設備工事の発注先
資金の借入

㈱セメック 大阪市西淀川区 10 設備工事業 100.00 1 4 1
土地
建物

設備工事の発注先

PT タイヨー シナール
ラヤ テクニク
※1

インドネシア
千米ドル

9,000
設備工事業 99.00 1 4 － － 設備工事の発注先

タイ セムコン
CO.,LTD.
※2

タイ
千バーツ

45,877
設備工事業

49.00
[51.00]

1 4 － － 設備工事の発注先

ティーエスシー テッ
クアジア CO.,LTD.
※2

タイ
千バーツ

10,000
設備工事業

1.00
[99.00]

－ 1 － － 設備工事の発注先

テマコン エンジニア
リング SDN.BHD.
※2

マレーシア
千リンギット

751
設備工事業

29.96
[70.04]

1 1 － － 設備工事の発注先

スミセツ フィリピン
ズ,INC.
※2

フィリピン
千フィリピンペソ

10,750
設備工事業

40.00
[60.00]

1 2 － － 設備工事の発注先

スミセツ ベトナム
CO.,LTD

ベトナム
千ベトナムドン

83,711,628
設備工事業 100.00 － 2 － － 設備工事の発注先

住設機電工程(上海)有
限公司

中国
千人民元

25,277
設備工事業 100.00 1 2 － － 設備工事の発注先

上海住設貿易有限公司 中国
千人民元

500
設備工事業

100.00
(100.00)

－ 2 － － 設備工事の発注先

(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2 ※1は特定子会社であります。

3 ※2の持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

4 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合

で外数であります。

5 親会社である住友電気工業㈱は「第５ 経理の状況」連結財務諸表注記における「関連当事者情報」に別

掲しているため、記載を省略しております。なお、住友電気工業㈱は有価証券報告書提出会社でありま

す。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年3月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

設備工事業
3,198
(454)

電力工事
386
(－)

一般電気工事
2,304
(378)

情報通信工事
395
(76)

プラント・空調工事
113
(－)

その他事業
71
(1)

全社(共通)
278
(－)

合計
3,547
(455)

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属しているもの

であります。

(2) 提出会社の状況

①従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与

2025年3月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

1,823
44.7 17.5 8,823,591

(－)

セグメントの名称 従業員数(人)

設備工事業
1,523

(－)

電力工事
351
(－)

一般電気工事
701
(－)

情報通信工事
358
(－)

プラント・空調工事
113
(－)

その他事業
22
(－)

全社(共通)
278
(－)

合計
1,823

(－)

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

②労働組合の状況

「住友電設労働組合」と称し、1950年4月に結成され、2025年3月末現在の組合員数は863名であります。

結成以来、会社との関係は、円満に推移しており特記すべき事項はありません。
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(3) 女性管理職比率、男性育休取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社及び

連結子会社

管理職に占める

女性労働者の

割合（注1）

男性労働者の育
児休業取得率
（注2）

労働者の男女の賃金の差異（注1）

全労働者 うち正規雇用労
働者

うちパート・有
期労働者

住友電設株式
会社

2.4% 71% 60.9% 60.9% 35.3%

住電電業株式
会社

2.9% 50% 25.0% 24.9% 19.8%

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

3年労働省令第25号）第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇取得割合を算出したものであり

ます。

３．労働者の男女の賃金の差異については、人事制度において性別による処遇差は設けていないものの、女性と

比較して男性のほうが管理職比率が高いため、差異が生じております。この背景として、当社の採用は電気

および機械の技術者が大半を占めており、女性の求職者が大変少ないことから、管理職候補となる女性社員

が少ないことが考えられます。女性管理職比率の向上は、重要な課題として認識しており、近年では、女性

のキャリア形成や両立を支援する施策を充実させるとともに、女性総合職の積極的な採用、一般職から総合

職への職種転換の促進など、女性の育成・登用・定着を図っております。詳細は、「２ サステナビリティ

に関する考え方及び取組」に記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは「住友事業精神」と「住友電設グループ企業理念」に基づき、顧客をはじめ株主、社会等のステー

クホルダーの信頼に応えるべく、事業の発展に取り組んでおります。また、経営の効率化・迅速化を図るとともに、

すべてのステークホルダーの利益にかなうことが重要であるとの認識のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値向

上のため、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むこととしております。

(a) 株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行う。

(b) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。

(c) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。

(d) 取締役会の経営に関する基本方針等の決定機能及び監督機能を重視し、それらの機能の実効性が確保される体

制の整備及び取締役会の運営に注力する。業務執行については、権限及び責任を明確化し、事業環境の変化に

応じた機動的な業務執行体制を確立することを目的として、執行役員制並びに事業本部制を導入している。ま

た、経営健全性確保の観点から、監査役監査の強化を図ることとし、独立社外監査役と常勤の監査役が内部監

査部門や会計監査人と連携して適法かつ適正な経営が行われるよう監視する体制としている。

(e) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で、株主との建設的な対話を行う。

「住友事業精神」

住友家初代・住友政友が後生に遺した商いの心得『文殊院旨意書』を基盤とし、その要諦は1882年に制定された

住友家法の中で初めて条文化され、1891年に家法の中の「営業ノ要旨」として2箇条に取り纏められたものであり

ます。[住友合資会社社則（1928年制定）より抜粋]

第一条 我が住友の営業は、信用を重んじ確実を旨とし、以てその鞏固隆盛を期すべし

第二条 我が住友の営業は、時勢の変遷、理財の得失を計り、弛張興廃することあるべしと雖も、苟も浮利に

趨り、軽進すべからず

第一条は

住友の事業は、何よりも信用・信頼を大切にすることを基本にすべきであると謳っております。

第二条は

社会の変化に迅速・的確に対応し利潤を追求すべきであり、既存の事業に安住することなく常に事業の興廃を図

るという積極進取の精神が重要と説いております。その一方で、「浮利」、即ち、一時的な目先の利益や道義に

もとる不当な利益を追い、軽率、粗略に行動することを厳に戒めております。

「住友電設グループ企業理念」

住友電設グループは、社会的使命と責任を認識し、

・ 豊かな社会を支える快適な環境作りを事業目的とし、社会の繁栄に寄与します。

・ 信用と技術を重視し、顧客満足度の高いエンジニアリングサービスを提供します。

・ 高い企業倫理に則り、コンプライアンスに基づいた公正で透明性のある経営を推進します。

・ 創造力豊かな社員を育て、活力と潤いのある企業を目指します。

事業の推進にあたっては、コンプライアンスを経営の基礎に据え、法令の遵守を経営の最重要課題と位置づけて

おります。

コンプライアンスに違反した利益の追求は企業として決して許されるものではなく、利益とコンプライアンスが

対立するような場合には、必ずコンプライアンスを優先して事業活動を推進しております。
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「社員行動指針『SEM VALUE』」

『SEM VALUE』は、「住友電設グループ企業理念」のもと、社員が大切にすべき価値観について共有し、社会か

ら信頼される企業としてより一層飛躍するために、「社外（社会）に対する姿勢」「社内（社員間）における姿

勢」「未来へ向けた姿勢」の３つを軸に、住友電設らしさとも言える「誠実さ」「チームワーク」の精神をこれま

で以上に大切にし、未来に向かって果敢にチャレンジしていく姿勢を表しております。

『SEM VALUE』

・ 誠実 Sincerity 社会のニーズに誠心誠意応えよう

・ チームワーク Teamwork 多様性を認め合いチームの力を発揮しよう

・ 創造 Creation 高い技術で持続可能な未来を創造しよう

当社グループは、社員行動指針『SEM VALUE』に基づき、社会から求められる企業を目指し、「チーム住友電

設」として総合力を発揮し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「サステナビリティ方針」

当社グループは「住友電設グループ企業理念」に基づき、公正で透明性の高い経営と社会・環境に調和した事業

活動を通じて、顧客をはじめ株主、社会等のステークホルダーの信頼をより確かなものにするとともに、持続可能

な社会構築への貢献と中長期的な企業価値の向上を図るため、以下に掲げる指針に沿って積極的にサステナビリテ

ィ活動を推進しております。

・ 事業活動、製品およびサービスにおいて環境負荷低減を目指すとともに、環境負荷の少ない事業分野の拡大

を目指します。

・ 信用と技術を重視し、顧客満足度の高いエンジニアリングサービスの提供に努めます。

・ 海外事業における事業基盤のさらなる強化と事業領域の拡大を通じ、グローバルに社会の繁栄に寄与する活

動を推進します。

・ 人権と多様性を尊重し、安全で働きがいのある職場づくりに努めます。

・ コンプライアンスを重視した公正な事業を推進するとともに、企業情報を適正に開示して透明性の確保に努

めます。

当社は、サステナビリティに関する取組みの一つとしてTCFD提言への賛同を表明しております。今後、TCFDのフ

レームワークに基づく活動の推進を通じて、気候変動が事業並びにバリューチェーンにもたらすリスクと機会、そ

れに伴う財務的影響などを分析し、経営戦略への組込みと情報開示を継続的に行ってまいります。
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(2) 経営環境及び中長期的な会社の経営戦略並びに対処すべき課題

当社グループの中期経営計画「VISION24」（2020～2024年度）の期間における事業環境は、新型コロナウィルス感

染症（COVID-19）の全世界的な蔓延とそれに伴う経済活動の制限により、非常に厳しい状況からスタートしました。

その後、コロナ禍が収束に向かい、経済活動が徐々に回復するに連れて、リモートワーク等の新たな生活様式やＩＴ

技術の革新により、物流倉庫やデータセンターのほか、大都市圏の再開発等建設需要が増加したものの、急激な需要

増加に伴う半導体や建設部材の供給不足や価格高騰、さらに建設業の人材不足による人件費上昇等、克服すべき課題

が湧出しました。

このような環境下において、当社グループは、2020年度よりスタートした中期経営計画「VISION24」（2020～2024

年度：5ヵ年計画）に基づき、「新たな成長戦略と総合力で持続的発展を！」をテーマに掲げ、「総合設備企業グル

ープ」として、各部門の施工力、技術力の底上げに向けて資源を投入し、より一層の成長・拡大にグループ一体とな

って取り組んだ結果、最終業績目標として掲げておりました、受注高：2,000億円、売上高：2,000億円、経常利益

（率）：150億円（7.5%）を上回る受注高：2,447億円、売上高：2,036億円、経常利益（率）：189億円（9.3%）を達

成することが出来ました。

今後の事業環境の見通しにつきましては、データセンター市場は更なる拡大が見込まれ、企業の設備投資動向は、

大都市圏の再開発やインバウンドの回復によるホテル需要等で引き続き堅調に推移することが予想されます。また、

電力分野では、再生可能エネルギー事業の拡大、それに伴う蓄電池事業や送電量の増加に対応するための幹線更新、

増強工事が見込まれます。情報通信分野においても、ＩｏＴやＡＩ実装等ＤＸの進展によるデジタル社会の実現に向

け、引き続き堅調な需要が期待されます。しかしながら足元では、人件費や資機材価格の上昇をはじめ、米国の関税

政策を発端とする貿易摩擦や世界経済の停滞等、依然として先行きは不透明な状況にあり、今後の社会情勢や市場動

向を注視していく必要があります。

このような環境のもと、当社は、2030年度の中期目標「VISION2030」とVISION実現のための2025年度を初年度とす

る新たな4ヵ年の中期経営計画「Mid-term PLAN2028」を策定しました。

１．テーマ

人と技術への投資加速による総合エンジニアリング企業としての躍進

２．基本方針

・チーム住友電設を妥協することなく追求し、サステナブルな全員営業を実践

・人的資本への投資強化による全社活性化

・技術力強化によるビジネスモデルの進化

３．成長戦略

・営業施策

重要顧客との関係強化、受注基盤となる優良顧客開拓、施主営業の更なる推進、

ゼネコンとのパートナー関係構築、等

・現場力強化施策

現場ＤＸ等による生産性の向上、お取引先とのパートナーシップ構築を通じて施工力を強化し、

大型案件への対応力を向上

・基盤強化施策

人的資本・技術ＩＴへの投資により、施工を効率化、技術者・施工力を確保
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４．数値目標（2028年度 連結）

受 注 高 2,800億円

売 上 高 2,700億円

経 常 利 益 230億円

経 常 利 益 率 8.5%

Ｒ Ｏ Ｅ 12% 以上

配 当 性 向 50%

政策保有株式純資産比 10% 以下

５．キャッシュアロケーション 2025-2028年度（4ヵ年）

持続的成長に向け、人的資本への投資など積極的な成長投資と株主還元の強化を計画

成長投資500億円、株主還元260億円

大きく飛躍した前中期経営計画ではありましたが、いくつかの課題も残りました。特に人材面においては、急激な

工事量の増加や若年層の減少による高齢化、さらに担い手不足といった問題が、建設業界全体で深刻化しています。

VISION2030 Mid-term PLAN2028では、「人と技術への投資加速による総合エンジニアリング企業としての躍進」

をテーマに、人的資本の拡充と技術力・施工力の強化により持続的成長を図り企業価値の向上に取り組んでまいりま

す。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 住友電設グループ サステナビリティ方針

当社グループは「住友電設グループ企業理念」に基づき、公正で透明性の高い経営と社会・環境に調和した事業

活動を通じて、顧客をはじめ株主、社会等のステークホルダーの信頼をより確かなものにするとともに、持続可能

な社会構築への貢献と中長期的な企業価値の向上を図るため、以下に掲げる指針に沿って積極的にサステナビリテ

ィ活動を推進しております。

・ 事業活動、製品およびサービスにおいて環境負荷低減を目指すとともに、環境負荷の少ない事業分野の拡大

を目指します。

・ 信用と技術を重視し、顧客満足度の高いエンジニアリングサービスの提供に努めます。

・ 海外事業における事業基盤のさらなる強化と事業領域の拡大を通じ、グローバルに社会の繁栄に寄与する活

動を推進します。

・ 人権と多様性を尊重し、安全で働きがいのある職場づくりに努めます。

・ コンプライアンスを重視した公正な事業を推進するとともに、企業情報を適正に開示して透明性の確保に努

めます。

(2) サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理

2022年1月、経営会議の諮問機関として社長を委員長、経営会議メンバーを委員と

したサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティに関する重要課題への対

応に係る事業戦略やリスクと機会に関する取り組みを審議・決定しております。ま

たその内容を四半期に1回経営会議及び取締役会に提言・報告しております。

サステナビリティ委員会の下部組織に、SDGs委員会、TCFD推進プロジェクト、カ

ーボンニュートラル推進室等を設置し、各部門と連携しサステナビリティに関する

重要課題解決へ向けた取組みを推進し、その進捗トレース結果については定期的に

サステナビリティ委員会に報告をしております。

(3) 重要なサステナビリティ項目

上記、ガバナンス及びリスク管理を通して識別された当社グループにおける重要なサステナビリティ項目は以下

のとおりであります。

①気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への対応

②人的資本及び多様性

それぞれの項目に係る当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

①気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への対応

当社グループは、気候変動問題をはじめとする地球環境への対応を重要な経営課題の一つとして2003年に制定し

た「環境基本理念」「環境方針」に基づき、事業活動を行っております。

この度、当社グループでは2023年5月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への賛同を表明いたしまし

た。2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの内容も踏まえ、TCFD提言に基づいた気候変動に関す

る重要情報を開示しております。

〈戦略：シナリオ分析〉

気候変動が当社の事業に及ぼす影響（リスク・機会）について、2050年を想定したシナリオの途上に起こる「低

炭素経済への移行に関連したリスク」と「気候変動に伴う物理的影響に関連したリスク」「気候変動緩和・適応策

による機会」について、TCFDの枠組みをもとに分析しております。
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なお分析手法については、今後も継続的に見直しをおこない精緻化に努めてまいります。

また、設定した戦略が財務に与える影響については今後開示していく予定です。

（シナリオ分析のステップ）

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４

●情報収集

TCFD推奨開示項目をベースに外
部情報を加味して、建設業界に
おけるリスクと機会の項目を整
理

●リスク・機会の特定

気候変動がもたらす当社事業に
与える影響を検討し、影響度の
大きいリスクと機会を特定

●対応策の検討・決定

特定したリスクと機会への対応
策をTCFD推進プロジェクトチー
ムが中心となり、各部門と意見
交換し作成。サステナビリティ
委員会に報告

●情報開示

※シナリオ分析には以下のシナリオを参照しております。

・脱炭素社会への移行のシナリオ

国際エネルギー機関(IEA)…産業革命前と比べて今世紀末の気温上昇が1.5℃相当となるシナリオ

・自然災害の激甚化のシナリオ

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)…産業革命前と比べて今世紀末の気温上昇が4.0℃相当となるシナリオ

低炭素経済低炭素経済低炭素経済低炭素経済低炭素経済へへへへへ「「「「「移移移移移行行行行行」」」」」するリスクするリスクするリスクするリスクするリスク
※時間軸(短:2025年、中:2030年、長:2050年)

リス
クの
種類

項目 考えられる影響
影

響

度

時

間

軸

当社グループとしての対応

政策・
法規制

炭素税導入

・事業活動によるCO2排出への
課税

・炭素価格導入により建材調
達コスト増、それに伴う採
算悪化、価格競争力の低下

大

短
・
中
・
長

・企業活動における省エネの推進

・製造時のCO2排出量を抑制した建設資材(低炭素資材)
の採用による調達コスト低減、VE/CD提案や設備提案

・新素材開発情報の定期収集と社内展開

・車両HV・EV化、再エネ由来の電気を購入することによ
るGHG排出削減

省エネ政策
の強化

・GHG排出やエネルギー使用に
関する法規制強化に伴う対
応コストの増加

・脱炭素社会に向けた産業構
造や設備投資需要の変化

・法規制対応への遅れや対応
漏れによる法令違反

大

短
・
中
・
長

・再エネ・省エネに関する新技術・新工法の開発
・顧客への積極的提案・事業活動における関連法規情報
の早期収集

情報開示義
務

・情報開示義務拡大に伴う対
応コスト増

中 短 ・開示義務内容の早期把握と適切な情報開示

技術

再エネ・省
エネに関す
る新技術の
普及

・関連技術への対応が遅れる
ことで、顧客からの信頼や
競争力が低下し、受注機会
が減少する

大

短
・
中
・
長

・再エネ・省エネに関する新技術・新工法の開発
・新技術の社内教育と顧客への積極的提案

市場
顧客の選好
変化

・温室効果ガスの削減、ZEB化
等の顧客ニーズへの対応不
備による受注機会の喪失

・環境負荷低減志向を背景と
した競争激化による受注機
会の喪失

大

短
・
中
・
長

・市場動向とニーズの早期把握及びそれらに対応するた
めの新技術把握・開発や各種許認可取得推進

評判
ステークホ
ルダーから
の要求変化

・顧客からのサステナブル経
営に関する高レベルな要求
に対応が遅れることによる
受注機会の喪失

・開示情報遅れや情報不足に
よる、投資家からの企業評
価低下

・ステークホルダーからの要
求を満たせず市場からの撤
退を余儀なくされる

大

短
・
中
・
長

・顧客要求の早期把握、適時的確な情報開示
・環境関連課題への継続的な取り組みと、TCFD提言への
対応をはじめとする適切な情報開示
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気候変動によ気候変動によ気候変動によ気候変動によ気候変動によるるるるる「「「「「物理物理物理物理物理的的的的的」」」」」変化に関するリスク変化に関するリスク変化に関するリスク変化に関するリスク変化に関するリスク
※時間軸(短:2025年、中:2030年、長:2050年)

リス
クの
種類

項目 考えられる影響
影

響

度

時

間

軸

当社グループとしての対応

急性
自然災害の
激甚化

・豪雨や台風の頻発・激甚化
により、自社社屋や工事現
場への損害発生、ライフラ
インの停止、関係者の被災、
工事見合わせ等により、事
業運営に伴うコストの増加、
受注機会の喪失

中 短

・当社事業継続確保に向けたBCP対応の強化
・災害発生時に柔軟な対応ができる体制の維持(在宅勤
務等)

・関係各所(協力会社、調達先、各事業者)との災害支援
協力体制の準備

慢性

異常気象の
深刻化
平均気温上
昇

・建設現場の健康リスクが増
大（熱中症や感染症等）

・作業効率低下、引渡し遅延、
真夏の作業制限増加、対策
コストの増加

・設備(電気・機械)の周囲温
度上昇による技術的トラブ
ル増加

・動力用水光熱費等のコスト
増

中
中
・
長

・健康管理に対する組織的な取り組み強化及び新技術商
品の採用推進（リストアラーム、webカメラ等）

・DXによる品質、生産性向上と労働時間抑制の両立
・他業界との包括的な省エネ技術開発
・経費削減努力と自社の省エネルギー対策推進
・新設建物のZEB化

気候変動緩和策気候変動緩和策気候変動緩和策気候変動緩和策気候変動緩和策・・・・・適応策によ適応策によ適応策によ適応策によ適応策によるるるるる「「「「「機機機機機会会会会会」」」」」
※時間軸(短:2025年、中:2030年、長:2050年)

機会
の
種類

項目 考えられる影響
影

響

度

時

間

軸

当社グループとしての対応

資源の
効率性

効率性のよい
建築物の普及

・省エネルギー、再生可能エネ
ルギー、ZEB等への需要が拡大
し、受注機会が増加する

・ZEBプランナー登録会社向け引
合案件の増大

大

短
・
中
・

長

・再生可能エネルギー関連工事の営業・施工体制
と技術力の強化

・ZEB化の事業性と快適性の実現に向けた技術開発
および提案力の強化

・会社としてZEBプランナー登録

エネル
ギー源

再生エネルギ
ーの利用拡大

・再生可能エネルギー関連工事
需要の増加

・新技術開発・導入による引き
合いや受注の増加

大

短
・
中
・
長

・再生可能エネルギー関連工事対応のため社内外
体制強化

製品/サ
ービス

低炭素適応商
品/サービスの
開発、拡大

・インフラ強靭化ニーズの増加、
設備更新期の前倒しに伴う収
益機会の増加（災害や暑熱に
備える設備・製品サービス
等）

・工事計画段階からの各種リス
ク低減技術提案等による顧客
からの信頼向上、引き合いや
受注の増加

・センサ、ＩＴ等を活用した防
災面での社会インフラモニタ
リングのニーズ増加

大

短
・
中
・

長

・再生可能エネルギー事業の積極的推進と施工実
績を含めた情報発信(PVシステム、ペロブスカイ
ト等)

・SF6ガスのリサイクル技術確立による新事業創出
・顧客(新規・既存)からの情報収集によるニーズ
の発掘

・気候変動に適応した製品・サービスを提供する
営業体制の構築

・防災、減災に関連するセンサーモニタリング
（IoT）技術へのエンジニアリング技術強化

市場

・再生可能エ
ネルギーの需
要増加
・災害に強い
建物・設備ニ
ーズの拡大
・持続可能な
都市や地域の
形成
・ステークホ
ルダーの評価

・再生可能エネルギーに関する
設備や施設への需要が増加し、
引き合い、受注機会が増加

・インフラに関するソリューシ
ョンや受注機会増加

・脱炭素への取り組みや各種認
定・認証の取得(ZEBプランナ
ー等)より、顧客からの信頼を
獲得する

・ICT技術に基づく、働き方改
革、ICTマネジメント等のソリ
ューションサービスなどの需
要・機会が拡大

大

短
・
中
・

長

・再生可能エネルギー関連工事の営業・施工体制
と技術力の強化

・新たな社会インフラに対応できる技術開発の促
進、技術力の向上

投資家の投資
判 断 の 変 化
（ESG投資の拡
大）

・気候変動への取組とその内容
を適切に開示することで企業
価値の向上につながる

中 短
・気候変動への継続的な取り組みと、TCFD提言へ
の対応をはじめとする適切な情報開示
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強靭性
(レジリ
エンス)

レジリエンス
(強靭性)技術
に対する需要
の拡大

・レジリエンス対応サービスの
需要増大

・リニューアル需要の増加
・計画時のBCP対応技術提案によ

る顧客からの信頼向上

大

短
・
中
・
長

・顧客ニーズに迅速に対応する体制強化

<リスク管理>

当社グループでは、気候変動問題を経営上の重大な影響を及ぼすリスクの一つとして位置付け、「サステナビリ

ティ委員会」において適切に管理しております。また、「サステナビリティ委員会」の下に「TCFD推進プロジェク

ト」を設置し、各部門が十分連携の上、気候変動に伴うリスクが当社に及ぼす影響を選別・評価し、対策を立案・

推進しております。

<指標と目標>

当社グループは、政府による「2050年カーボンニュートラル」方針に沿って、より一層CO2の排出削減に取り組ん

でまいります。また以下の通りCO2排出量削減目標を設定し、2050年カーボンニュートラルの実現を目指してまいり

ます。

※日本政府削減目標 2030年 46%削減（2013年度比）

CO2排出量削減目標（2021年度比）

2030年 ・Scope1+2 46.2%削減
・Scope3 27.5%削減

2050年 ・カーボンニュートラルの実現

2022年度及び2023年度 温室効果ガス排出量

(単位：t-CO2)

対象
排出量実績 目標年排出量

（基準年度）
2021年度

2022年度 2023年度 前年比 2030年度

Scope1+2 5,766 5,100 4,828 △272 3,102

（Scope1） （3,087） （2,413） （2,163） △250 －

（Scope2） （2,679） （2,687） （2,664） △23 －

Scope3 688,809 771,341 774,799 3,458 499,387

対 象：住友電設、関係会社連結（2022年度及び2023年度）

算定基準：GHGプロトコルに基づく算定方法

算定範囲：Scope1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（車両燃料等）

Scope2 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3 Scope1、2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出等）

②人的資本及び多様性

当社グループは、変化の激しい事業環境において、持続的な成長と企業価値の向上を実現し、真に社会から求め

られる総合エンジニアリング企業を目指すためには、人と技術の永続的な成長が必要と考えています。ついては、

経験・技能・キャリア等が異なる多様な人材を継続的に採用・育成・登用し、それぞれの特性や能力を最大限活か

せる職場環境づくりに取り組んでおります。また、2023年度からは、社員満足度＆エンゲージメント調査を実施し、

社員の意識を総合的・客観的に把握することで、課題解決策の立案・実行につなげています。
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〈戦略〉

・ダイバーシティ＆インクルージョン

当社グループは、経験・技能・キャリア等が異なる多様な人材を継続的に採用するとともに、活躍を後押しし、

それぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境づくりに取り組んでおります。

イ 女性活躍推進

当社は、女性社員がより活躍し、イキイキと働ける職場づくりを目指しております。積極的な採用活動（総合

職新卒採用10%以上、キャリア採用も含めた管理職・総合職採用全体の10%以上を女性とする）と女性社員を対象

としたキャリア形成施策（職種転換制度や研修等）の強化により女性総合職（管理職）比率の向上を図るととも

に、「女性社員が働きやすい環境＝全社員が働きやすい職場」と捉え、意識改革や環境、ワーキンググループか

らの提言に基づく制度の見直しにも取り組んでおります。その種々の取組みが評価され、2022年10月24日、女性

の活躍推進に関する取組みの実施状況が優良である企業や法人に対して厚生労働省が認定する「えるぼし（2段階

目）」を取得しました。

ロ 障がい者採用

当社は、企業の社会的責任であることはもちろんのこと、組織のダイバーシティ向上等を目的として、障がい

者の採用を推進しております。2025年6月1日時点の雇用率は2.73％です。また、パラスポーツ選手の活動支援に

も取り組んでおり、デフ卓球、デフサッカーおよびデフバレーボールのトップアスリートを採用し、競技と仕事

の両立の支援を行っております。今後もさらなる業務の拡大や職域の開拓を図り、引き続き障がい者の活躍を支

援してまいります。

ハ 外国籍社員採用

当社は、優秀な人材の確保、内なるグローバル化による社員の視野拡大と組織のダイバーシティ向上、および

海外事業の強化等を目的として、外国籍社員の採用・育成・登用を進めております。

ニ シニア人材の活躍推進

当社は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少が進展し、特に建設業では、人材不足やシニア人材比率の増加な

どの環境変化が大きな課題となっている中で、2021年4月に定年年齢を60歳から65歳に引き上げるとともに、雇用

上限年齢設定の無い再雇用制度を導入しております。これにより、豊富な経験や高度な技術力をもつシニア人材

が働きがいや高い意欲をもって活躍できる職場環境を整備し、さらなる顧客満足度の高いエンジニアリングサー

ビスの提供を目指してまいります。

・ワーク・ライフ・バランス

当社グループは、社員が健康でイキイキと働ける職場づくりの一環として、さまざまな機会にトップメッセー

ジを発信するとともに、労使が協力して長時間労働の是正に取り組んでおります。労働時間を適正に把握した上

で、モデル現場活動や現場支援組織の設置などの具体的な取り組みを通じて、業務の効率化、合理化を推進して

おります。また、各事業の特徴や社員個々人の事情による働き方の多様化に対する仕組みとして、テレワーク勤

務制度やフレックスタイム制を導入し、繁閑に応じたメリハリのある働き方を推進することで、生産性の向上を

目指してまいります。

イ 働き方改革の推進

当社は、長時間労働が常態化している建設業界において、その是正が当社にとって最も重要な課題の一つとし

て捉え、さまざまな施策を実施し、総実労働時間の短縮に努めております。

・トップメッセージの発信

・現場業務の一部を店社側で担う組織の設置

・モデル現場活動

・IT機器や業務支援アプリの活用

・テレワーク勤務制度、フレックスタイム制、時間単位有休の活用
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ロ 仕事と育児・介護の両立支援

当社は、社員が育児や介護をしながらも、長期間休業することなく、仕事との両立を支援することを目的とし

て、さまざまな事情に対応する柔軟な働き方ができる仕組みの導入や福利厚生制度を活用した経済的支援を行っ

ております。特に男性が家事・育児を分担することを推奨し、配偶者出産休暇や育児休業の取得促進につなげる

ため、休暇・休業の一部を有給とする制度を設けております。その他にも、妊娠期、子の看護や家族介護、不妊

治療のための休暇制度の充実を図っております。

ハ 健康経営の推進

当社グループは、中期経営計画VISION24の重点施策の一つである「未来を見据えた企業価値の向上」に掲げる

「健康経営の推進」を具現化するため、健康経営に関する基本方針として「住友電設グループ健康経営宣言」を

制定し、当社グループで働く従業員の健康保持・増進に向け、各種施策を進めております。当社は、種々の取組

みが評価され、従業員の健康保持・増進において特に優良な取組みを実践している企業や法人に対して、経済産

業省と日本健康会議が共同で顕彰する「健康経営優良法人 2025（大規模法人部門）」に認定されました（2022年

の初認定から継続中）。

・人材育成

新中期経営計画とともに、人材育成方針を刷新し、新たな「基本方針」に基づき、社員一人ひとりが「サステ

ナブルな社会に貢献する人財」となるべく、教育体系を再構築しています。

（（（（（新新新新新）））））人材育成基本方針人材育成基本方針人材育成基本方針人材育成基本方針人材育成基本方針

［継承と進化～サステナブルな社会に貢献する人財へ～]

・ SEM技術の継承とイノベーションを推進する能力の開発

・ ワーク・ライフ・バランスを実現する人材育成

・ 社員エンゲージメントを高める人材育成

・ 多様な視野を持った創造力豊かな人材育成と平等な教育

・ 自律成長を支援する環境整備と人的資本の可視化

また、2025年度から始まった中期経営計画（VISION30）においても、「創造性豊かな人材が溢れている会社」

を重点項目の一つに掲げ、教育のさらなる拡充に努めています。

イ 全社教育体系の構築

従来型の知識教育や資格取得支援に加え、「問題を発見する能力」「問題の真因に迫り、課題を分類・整理す

る能力」「問題・課題を解決する能力」などの能力開発に重点を置いた教育を展開しております。

具体的には、「階層別研修」や各種「専門コース」と、各部門の事業に即した内容で実施するOJTを含む「部門

別教育」を有機的に結合させ、全社一体となって人材育成に取り組んでおります。

ロ 全社研修施設の活用

全社研修施設「住友電設川崎テクニカルセンター」では、座学研修はもとより、電気設備をはじめ電力設備、

情報通信設備、空調給排水設備など各種技術について実機を使って学ぶことができる他、VR危険体感設備等を備

えた安全危険体感室も設置しており、専門知識だけではなく実践的な技術や疑似体験に基づく高い安全意識が身

につく研修を実施しております。

ハ グローバル人材の育成

当社グループにおける主軸のひとつである海外事業の安定した継続のため、海外派遣制度によりグローバルに

活躍できる人材の育成に注力しております。海外での業務を経験させるとともに、異文化の理解やグローバルな

コミュニケーションスキルを向上させることで、国内外の柔軟なローテーションを可能にし、将来の海外グルー

プ会社の幹部候補となる人材の育成につなげております。

また、海外グループ会社の事業基盤強化、事業領域拡大、ローカル化の推進に向け、経営的視点で考え行動す

るグローバル人材の育成を目的に、現地駐在員およびナショナルスタッフの幹部社員を対象とした幹部育成研修
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も実施しております。

<指標と目標>

当社は、人的資本及び多様性に関する各種施策を推進するうえでの指標として、下記数値目標を設定していま

す。

区分 項目 2024年度実績 目標

ダイバーシティ＆

インクルージョン

総合職新卒採用に占める女性社員の割合 6.1％ 10％以上 2026年度迄

管理職・総合職採用に占める女性社員の割合 7.0％ 10％以上 2026年度迄

女性管理職比率 2.4％ 3％以上 2030年度

ワーク・ライフ・

バランス
男性育児休業取得比率 71.4％ 100％ 2025年度

上記数値については、当社グループの主要な事業を営む会社において、関連する指標のデータ管理とともに、具

体的な取組が行われているものの、必ずしも当社グループに属する全ての会社では行われていないことから、当社

単体での指標及び目標値としております。
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３ 【事業等のリスク】

当社グループでは、リスクの全社一元管理を進め、個別リスク管理によるバラツキを是正し、全社の対策レベルの

向上を図ることを目的に「リスク＆コンプライアンス委員会」を設けております。

「リスク＆コンプライアンス委員会」では、当社グループに重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクに対しては、

個別の委員会、主管部門と連携し、未然防止から発生対応までの対策を講じていくとともに、会社全体のリスク管理

方針の決定と指示、推進を行っております。

このようなリスク管理体制のもと、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、経営

者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい

る主要なリスクは、以下のとおりであります。ただし、以下は当社グループに関するすべてのリスクを網羅したもの

ではなく、記載以外のリスクも存在し、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があります。

なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 建設市場の縮小リスク

当社グループの主要事業は設備工事業であり、建設市場の動向が経営成績に与える影響は大きいと考えられま

す。当社グループは、コスト削減や技術力強化に努め、競争力の強化に取り組んでおりますが、想定を超える国内

建設投資の減少、市場の縮小が続いた場合、競合他社との受注競争が更に激化し、当社グループの経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 取引先の信用リスク

当社グループは、取引先の財務状態に応じた与信管理を実施し、可能な限り信用リスク回避のための方策を講じ

ておりますが、万一、発注者、協力会社及び共同施工会社等の取引先が信用不安に陥った場合には、請負代金、工

事立替資金等の回収不能や工事の進捗に支障をきたすこともあり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

(3) 不採算工事の発生リスク

当社グループの主要事業である設備工事業においては、工事の受注に際して、施工内容や工期、想定リスク等を

十分に検討した上で、工事原価を見積り、受注判断を行っておりますが、想定外の事象の発生等に伴う追加原価が

発生し、これを請負代金に反映することが困難な場合には、工事採算を低下させ、当社グループの経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、施工途中において設計変更や追加工事、工期延長等が発生した場

合、見積原価の見直しを行い、取引先と請負代金の交渉を行っておりますが、想定以上の追加原価が発生し、これ

を請負代金に反映することが困難な場合には、工事採算を低下させ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

(4) 資材価格の高騰リスク

当社グループは、建設資材等を調達しており、資材価格の変動リスクに対して、受注時に早期契約による建設資

材価格の決定や銅価格のヘッジを行う等、リスクの軽減に努めておりますが、資材価格等が予想を上回って急激に

高騰した際、これを請負代金に反映することが困難な場合には、工事採算を低下させ、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 海外における事業活動リスク

当社グループは、主に東南アジアや中国に設立した現地法人を拠点として事業活動を行っております。当社は、

これらの海外子会社に対して、出資・融資等の投資に加え、人材派遣、技術支援等を通じ、経営指導を行っており

ますが、これら海外での事業活動には、次のようなリスクがあり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

①予期しない法律又は規制の変更

②不利な政治又は経済要因

③テロ、戦争、その他社会的混乱等

④為替レートの急激な変動
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(6) 施工に係る事故・労働災害等のリスク

当社グループは、工事の施工において、安全並びに品質を第一とし、それぞれ「労働安全衛生マネジメントシス

テム」、「品質マネジメントシステム」を推進し、無事故・無災害及び品質クレームの撲滅に取り組んでおり、社

員をはじめ協力会社に対する教育、指導も積極的に実施しております。

しかしながら、建設業は、①一般の製造業のように固定した生産工場で同一の物を生産するのとは異なり、常に

異なる場所で、異なる物を施工する生産形態であり、また、施工場所も全国各地、海外に点在していること。②他

の業者と共同で一つの施工物を完成させるため、当社グループの施工範囲以外にも注意が必要であること。③施工

にあたり、いくつもの協力会社と一体となり作業を行うため、当社グループ社員のみならず、協力会社の社員の安

全管理にも十分留意する必要があること。④建設業の性質上、機械化が進みづらく、人の手に依存していること等

により様々な施工上の危険要因があります。

以上のような施工上のリスクを認識し、当社グループでは、事故を未然に防ぐために、施工現場単位で施工前に

十分な検討を行い、必要な対策を講じておりますが、予期せぬ事故が発生した場合や施工した建設物等に契約不適

合があった場合、多額のコストの発生や当社グループの信用の低下など当社グループの事業、経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 建設技術者・技能労働者不足リスク

当社グループは、協力会社の採用支援を含め、建設技術者・技能労働者の確保に積極的に取り組んでおりますが、

今後、建設技術者・技能労働者の需給関係が急激に逼迫し、必要人員の確保が困難となった場合には、受注機会の

喪失や工期遅延等の問題が発生する恐れがあり、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

(8) 訴訟、規制当局による措置その他の法的手続に係るリスク

当社グループは、事業を遂行するうえで、訴訟、規制当局による措置その他の法的手続に関するリスクを有して

おります。訴訟、規制当局による措置その他の法的手続により、当社グループに対して損害賠償請求や規制当局に

よる金銭的な負担を課される、又は事業の遂行に関する制約が加えられることにより、当社グループの事業、経営

成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(9) コンプライアンスに係るリスク

当社グループは、法令遵守に加え、人権の尊重、公正な取引、知的財産等に係る基本方針を盛り込んだ「住友電

設グループ社員行動基準」を制定するとともに、コンプライアンス研修等の各種施策を実施し、コンプライアンス

の徹底に取り組んでおりますが、役職員個人による法令違反を含むコンプライアンスの問題が発生した場合には、

当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 保有資産の価値下落リスク

当社グループは、営業上の必要性から不動産、有価証券等の資産を保有しております。

不動産に関しては、保有する固定資産について減損兆候の判定を実施し、また、有価証券等に関しては、取締役

会で個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかという観点を含め、経済合理性並びに将

来の見通し等を総合的に勘案し、保有の適否について検討を行っておりますが、これらの保有資産の時価が著しく

下落した場合等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 退職給付に係るリスク

当社グループの退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に

基づいて算出しております。年金資産に関しては住友電設確定給付企業年金の諮問機関として企業年金管理委員会

を設置しており、適切な人材を配置するとともに、運用幹事会社から法令や運用に関する情報提供や助言を得る環

境を整備しておりますが、金利水準の低下及び株式や債券等の年金資産の価格下落等により、実際の結果が前提条

件と異なる場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(12) 情報漏洩に係るリスク

当社グループは、個人情報や機密情報を適切に管理するため、情報セキュリティに関する方針及びルールを制定

し、社内体制の構築や従業員教育に取り組んでおりますが、外部からの攻撃等予期せぬ事態により、情報が漏洩し

た場合、損害賠償の発生や社会的信用の失墜等により、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

(13) 自然災害等に係るリスク

当社グループでは、地震や大規模自然災害が発生した場合に備えた事業継続計画(BCP)を策定しております。震災

発生時には、総合設備会社の社会的責任としてインフラ復旧工事に積極的に協力するとともに、自社施工中現場、

竣工物件の早期復旧に全力を傾注することを基本方針とし、事業の早期復旧、継続させるための対策を講じており

ますが、当社グループが事業展開する国内外の各国・各地域で不測の巨大地震や風水害等による想定を超える被害

が発生した場合は取引先の設備投資計画の延期や縮小、凍結による工事量の減少、進行中工事の中断、建設資材の

調達納入遅延が発生する恐れがあり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(14) 感染症に係るリスク

当社グループでは、2011年4月に新型インフルエンザに備えた事業継続計画(BCP)を策定しております。

しかし、当社グループが事業活動を行う国・地域で感染症の感染拡大が長期間にわたって続き、国内外ともに経

済活動の抑制、縮小が続いた場合は、取引先の設備投資計画の延期や縮小、凍結による工事量の減少、進行中工事

の中断、建設資材の調達納入遅延が発生する恐れがあり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

(15) 気候変動に係るリスク

当社グループでは、気候変動問題をはじめとする地球環境への対応を重要な経営課題の一つと認識しており、

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への賛同を表明し、気候変動が事業並びにバリューチェーンにもた

らすリスクと機会、それに伴う財務的影響などを分析し、経営戦略への取組みと情報開示を行っております。

しかし、気候変動対策への取組みに関する社会的要求が高まる中、技術開発や市場変化に対する当該取組みが不

十分であった場合、環境負荷低減志向を背景とした競争激化や顧客ニーズへの対応不備により、受注機会の喪失、

減少となり財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。加えて気候変動対策に関連する新たな法令

や規制の導入がなされた場合には、対応費用の増加により当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析等)

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりで

あります。

(1) 経営成績

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済環境は、物価上昇が継続し先行きが不透明な状況の中で

も、インバウンド消費の拡大や、引き続き企業の設備投資が積極的であることから、堅調に推移いたしました。ま

た、当社グループが事業展開している東南アジア地域においても、内需が堅調であることに加え、観光業や輸出が

好転し、成長基調で推移したものの、日系自動車メーカーのシェア縮小等、必ずしも順調とは言えない傾向が見ら

れます。さらに、足元は米国の極端な関税政策や、それに伴う貿易摩擦の再燃等、国内外で経済の先行きが懸念さ

れております。

このような状況の中、当社グループは、「住友事業精神」と「住友電設グループ企業理念」に基づく経営の基本

方針に沿って、電気の安定供給等の社会インフラ維持に努めるなど、社会の要請に応えるべく事業活動を展開して

おります。また、2020年度よりスタートした中期経営計画「VISION24」（2020～2024年度：5ヵ年計画）に基づき、

「新たな成長戦略と総合力で持続的発展を！」をテーマに掲げ、「総合設備企業グループ」として、各部門の施工

力、技術力の底上げに向けて資源を投入し、より一層の成長・拡大にグループ一体となって取り組みました。

この結果、当連結会計年度の業績は以下のとおりとなりました。

受 注 高 2,447億20百万円 （前連結会計年度比 8.3％増）

売 上 高 2,036億39百万円 （前連結会計年度比 9.8％増）

営 業 利 益 178億86百万円 （前連結会計年度比 42.5％増）

経 常 利 益 189億14百万円 （前連結会計年度比 40.1％増）

親会社株主に帰属する当期純利益 128億00百万円 （前連結会計年度比 27.2％増）

受注高につきましては、大型の再生可能エネルギー関連工事の受注が寄与し、電力工事で大幅に増加したことか

ら、前期より増加いたしました。売上高につきましては、国内外で大型のデータセンター案件の進捗があった一般

電気工事を中心に、設備工事業全体で大型手持工事が進捗した結果、前期より増加いたしました。

利益面では、働き方改革・職場環境の改善等、事業の根幹を支える人材の確保・育成のための経費増をカバーす

べく、工事採算の改善、経費削減にグループ一体となって取り組んだ結果、営業利益、経常利益、親会社株主に帰

属する当期純利益は、前期より増加いたしました。

受注高は244,720百万円（前連結会計年度比8.3%増）、売上高は、203,639百万円（同9.8%増）となりました。事

業の種類別では、設備工事業の受注高は237,644百万円（同9.0%増）、売上高は196,562百万円（同10.6%増）とな

り、機器販売を中心とするその他事業の受注高及び売上高は7,076百万円（同9.8%減）となりました。

売上総利益は、採算の改善にグループを挙げて取り組んだ結果、30,476百万円（同25.9%増）、売上総利益率は

15.0%となりました。販売費及び一般管理費は12,590百万円（同7.9%増）となり、営業利益は17,886百万円（同

42.5%増）、営業利益率は8.8%となりました。

営業外収益は1,117百万円（同9.6%増）、営業外費用が89百万円（同36.1%増）となった結果、営業外収支は

1,028百万円の黒字となり、経常利益は18,914百万円（同40.1%増）と前連結会計年度と比べ増益となり、経常利益

率は9.3%となりました。

特別利益には投資有価証券売却益64百万円を計上しました。特別損失には減損損失24百万円を計上しました。

以上の結果、税金等調整前当期純利益は18,954百万円（同29.0%増）となりました。ここから、法人税等6,186百

万円、法人税等調整額△371百万円、非支配株主に帰属する当期純利益339百万円を差し引き、親会社株主に帰属す

る当期純利益は12,800百万円（同27.2%増）となりました。

なお、設備工事業における種類別の受注高、売上高の概況は、次のとおりであります。

電力工事部門は、再生可能エネルギー関連工事の増加により、受注高は66,202百万円（同93.3%増）となりまし

た。売上高は手持工事が堅調に進捗したことで、27,633百万円（同12.7%増）となりました。

一般電気工事部門は、前期に受注した大型データセンター案件の反動減もあり、受注高は124,012百万円（同

10.4%減）となりました。売上高は手持工事を順調に消化し、122,335百万円（同10.1%増）となりました。

情報通信工事部門は、都市再開発案件の増加により、受注高は33,042百万円（同8.2%増）となりました。売上高
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は、大阪・関西万博の情報ネットワーク工事等の手持工事の進捗により、30,797百万円（同4.0%増）となりまし

た。

プラント・空調工事部門は、前期に受注した大型案件の反動減もあり、受注高は14,386百万円（同3.2%減）とな

りました。売上高は手持工事の進捗により、15,795百万円（同27.2%増）となりました。

(2) 財政状態

当連結会計年度末の総資産は、工事量の増加に伴い売上債権が増加したこと等から、前連結会計年度末より

15,913百万円増加の197,577百万円となりました。当連結会計年度末の負債合計は、工事量の増加に伴い未成工事

受入金が増加したこと等から、前連結会計年度末に比べ7,666百万円増加の78,398百万円となりました。当連結会

計年度末の純資産合計は、主に利益剰余金が増加したこと等から、前連結会計年度末より8,246百万円増加の

119,178百万円となりました。この結果、自己資本比率は57.6%となりました。

(3) キャッシュ・フロー

①キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上に加え、売上債権・仕入債務等の増減、

法人税等の支払額を加減した結果、当連結会計年度は13,794百万円の収入（前連結会計年度は8,514百万円の収

入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出等によ

り、当連結会計年度は2,887百万円の支出（前連結会計年度は499百万円の支出）となりました。また、財務活動に

よるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い等により、当連結会計年度は5,353百万円の支出（前連結会計年

度は3,835百万円の支出）となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会

計年度末の59,085百万円に対して、5,572百万円増加し、64,658百万円となりました。

②資本の財源及び資金の流動性

当社グループの事業運営に必要な資金については、自己資金の充当及び金融機関からの借入により調達しており

ます。当社グループは、「質」にこだわる経営を推進し、健全かつ強固な財務体質を構築してきました。また新た

に2025年度よりスタートする中期経営計画「Mid-term PLAN2028」において、持続的な成長に向け、人的資本への

投資など積極的な成長投資と株主還元の強化を計画しており、4年間で500億円の成長投資、260億円の株主還元を

行っていく予定であります。

国内外の経済は先行きの不透明感が継続しておりますが、当社は十分な流動性資金を確保しており、事業運営へ

の影響はありません。

(4) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、新たに2030年度の中期目標「VISION2030」とVISION実現のための2025年度を初年度とする新た

な4ヵ年の中期経営計画「Mid-term PLAN2028」に基づき、「人と技術への投資加速による総合エンジニアリング企

業としての躍進」をテーマに、人的資本の拡充と技術力・施工力の強化により持続的成長を図り企業価値の向上に

取り組んでまいります。当社グループは、中期経営計画「Mid-term PLAN2028」において、経営上の目標の達成状

況を判断するために、「受注高」、「売上高」、「経常利益（率）」、「ROE（自己資本当期純利益率）」、「配

当性向」及び「政策保有株式純資産比」を重要な指標として測定することとしており、2028年度の数値目標とし

て、「受注高：2,800億円」、「売上高：2,700億円」、「経常利益（率）：230億円（8.5%）」、「ROE（自己資本

当期純利益率）：12%以上」、「配当性向：50%」、「政策保有株式純資産比：10%以下」をそれぞれ掲げておりま

す。
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(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

当連結企業集団が営んでいる事業の大部分を占める設備工事業では生産実績を定義することが困難であるため、

「生産実績」は記載しておりません。

(2) 受注実績

セグメントの名称
前連結会計年度

(百万円)
当連結会計年度

(百万円)

設備工事業 218,020 237,644

電力工事 34,249 66,202

一般電気工事 138,371 124,012

情報通信工事 30,543 33,042

プラント・空調工事 14,856 14,386

その他事業 7,844 7,076

合計 225,865 244,720

(3) 売上実績

セグメントの名称
前連結会計年度

(百万円)
当連結会計年度

(百万円)

設備工事業 177,679 196,562

電力工事 24,510 27,633

一般電気工事 111,137 122,335

情報通信工事 29,616 30,797

プラント・空調工事 12,414 15,795

その他事業 7,844 7,076

合計 185,524 203,639

(4) 受注残高

セグメントの名称
前連結会計年度末

(百万円)
当連結会計年度末

(百万円)

設備工事業 162,764 203,846

電力工事 29,931 68,499

一般電気工事 102,711 104,387

情報通信工事 18,610 20,856

プラント・空調工事 11,511 10,102

その他事業 － －

合計 162,764 203,846
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なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。

受注工事高及び施工高の状況

(1) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

期別 工事種別
前期繰越
工事高
(百万円)

当期受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

当期完成
工事高
(百万円)

次期繰越工事高

当期施工高
(百万円)手持工事高

(百万円)

手持工事高
のうち
施工高
(％)

手持工事高
のうち
施工高
(百万円)

第99期
(自 2023年

4月 1日
至 2024年

3月31日)

電力工事 20,192 34,241 54,434 24,502 29,931 2 677 24,737

一般電気工事 59,478 95,860 155,338 77,185 78,153 1 1,098 77,501

情報通信工事 17,697 30,290 47,987 29,377 18,610 7 1,256 29,354

プラント・
空調工事

9,069 14,876 23,946 12,419 11,526 0 50 12,434

その他 － 458 458 458 － － － 458

計 106,437 175,727 282,165 143,943 138,221 2 3,082 144,485

第100期
(自 2024年

4月 1日
至 2025年

3月31日)

電力工事 29,931 66,198 96,129 27,629 68,499 2 1,608 28,560

一般電気工事 78,153 83,688 161,841 79,769 82,072 1 1,098 79,769

情報通信工事 18,610 32,749 51,359 30,503 20,856 9 1,877 31,124

プラント・
空調工事

11,526 14,392 25,918 15,816 10,102 1 85 15,851

その他 － 464 464 464 － － － 464

計 138,221 197,492 335,714 154,183 181,530 3 4,669 155,770

(注) 1 前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更があるものについては、当期受注工事高に

その増減額を含んでおります。従って、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれます。

2 次期繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。

3 当期施工高は(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致しております。

(2) 受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

期別 工事種別 特命(％) 競争(％) 計(％)

第99期
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

電力工事 86.1 13.9 100.0

一般電気工事 64.5 35.5 100.0

情報通信工事 90.7 9.3 100.0

プラント・空調工事 75.4 24.6 100.0

第100期
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

電力工事 57.4 42.6 100.0

一般電気工事 58.0 42.0 100.0

情報通信工事 87.6 12.4 100.0

プラント・空調工事 58.0 42.0 100.0

(注) 百分比は請負金額比であります。



― 29 ―

(3) 完成工事高

期別 工事種別 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

第99期
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

電力工事 － 24,502 24,502

一般電気工事 1,003 76,182 77,185

情報通信工事 1,170 28,207 29,377

プラント・空調工事 33 12,386 12,419

その他 － 458 458

計 2,206 141,736 143,943

第100期
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

電力工事 － 27,629 27,629

一般電気工事 1,988 77,781 79,769

情報通信工事 1,780 28,722 30,503

プラント・空調工事 16 15,799 15,816

その他 － 464 464

計 3,786 150,397 154,183

(注) 1 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

第99期の請負金額1,500百万円以上の主なもの

発注者 工事名称

関西電力送配電㈱ 新加古川線改良工事ならびにこれに伴う除却工事（２工区）

㈱日本総合研究所 ㈱日本総合研究所 鰻谷センター 非常用発電機更改工事

住友・ＨＥＸＥＬ特定建設工事共同

企業体
（仮称）千葉県総合救急災害医療センター電気設備工事

デジタル東京２特定目的会社 （仮称）ＮＲＴ１２新築工事（電気設備工事）

㈱奥村組 （仮称）ニトリ名古屋ＤＣ 新築工事

第100期の請負金額1,600百万円以上の主なもの

発注者 工事名称

㈱ＮＴＴファシリティーズ
（仮称） Sunrise Inzai 4 新築工事のうちFO工事（電力・電気

設備工事）Phase1

大成建設㈱ 東京理科大葛飾2期新築

㈱奥村組 （仮称）ニトリ幸手DC新築工事

清水建設㈱ 横須賀製造所（仮称）横須賀新棟建設工事

㈱大林組 （仮称）DPL青梅新築工事

2 前事業年度及び当事業年度ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
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(4) 手持工事高(2025年3月31日現在)

工事種別 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

電力工事 － 68,499 68,499

一般電気工事 4,276 77,796 82,072

情報通信工事 435 20,420 20,856

プラント・空調工事 － 10,102 10,102

計 4,711 176,819 181,530

(注) 手持工事のうち請負金額3,900百万円以上の主なもの

発注者 工事名称 完成予定

合同会社グリーンパワ

ー稲庭田子
グリーンパワー稲庭田子風力発電所建設工事（電気工事） 2029年 9月

大成建設㈱ （仮称）茨木データセンター新築工事 2026年 3月

関西電力送配電㈱ 湖東線一部改良工事ならびにこれに伴う除却工事（1工区） 2031年11月

大成建設㈱
東京国際空港第１旅客ターミナルビル北側サテライト建設工

事
2026年 5月

大和ハウス工業㈱ （仮称）DPL久喜宮代Ⅱ新築工事 2026年 5月

(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)

当社グループの経営成績等に重要な影響を与える要因や当該要因への対応については、「第２ 事業の状況 １ 経

営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」を参照のこと。

(重要な会計方針及び見積り）

当社の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠し、作成されておりま

す。この連結財務諸表作成にあたり、期末日における資産・負債の報告金額及び報告期間における収益・費用の報告

金額に影響する見積り、判断及び仮定を使用する必要があります。当社の重要な会計方針のうち、特に見積り、判断

の度合いが高いものは以下の項目であります。なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在にお

いて判断したものであります。

収益の認識

当社は工事契約に関して、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充

足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、

工事完了時に収益を認識することとしておりますが、業界の慣行から追加工事を含め、正式な契約書の締結が遅れる

場合があり、この場合には、当社は期末日時点において合理的に請負代金を見積り、収益計上をしております。従っ

て、当社の見積りと実績が異なった場合、翌期の損益に影響を与える可能性があります。

また、工事原価総額の見積りにあたっては、利害を別とする関係部門間で協議し、工事契約を遂行するための作業

内容を特定・網羅し、かつ個々に適切な原価を算定した上で、着工後の工期変更、人件費・労務費の増減、使用部材

の価格変動や仕様変更がある場合、適時に工事原価の見直しを行っております。

しかしながら、大規模工事においては工事原価の変動要素が多く、工期も長期にわたることから、設計変更や追加

工事、工期延長等の可能性があります。そのため、工事内容の見直しがあった場合には、当連結会計年度末時点の工

事原価総額の見積りにおいて不確実性があり、翌連結会計年度の損益に影響を与える可能性があります。
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５ 【重要な契約等】

特記事項はありません。

６ 【研究開発活動】

当社グループは、社会や顧客の多様化するニーズに応えるべく、最新技術、情報技術を活用し、新技術、新工法、

各種システムの開発に取り組んでおります。

当社の研究開発活動は、技術本部が中心となり、各事業部門と連携して、当社独自、又はメーカーや大学と共同し

て推進しております。

当連結会計年度における主な研究開発活動は、次のとおりであります。

(1) 設備工事業

①カーボンニュートラル・省エネルギー技術

太陽光発電等の創エネルギー技術で発電した電力を蓄電池等の蓄エネルギー技術で有効に活用し、脱炭素社会実

現に向けてカーボンニュートラルを推進しております。また市場のニーズに合った各種省エネルギー提案技術力の

強化、及び省エネルギー診断技術の活用を推進しております。TCFD提言に基づく情報開示においては、電気使用量

の見える化、および省エネルギーに向けた取組を行っており、化石燃料の削減に努めております。

②BMS(ビルディング マネジメント システム)技術

設備の監視・制御において、クラウドを利用したシステム構築技術を進めております。電気・空調・衛生設備な

どの監視だけでなく、エネルギー管理などのビルマネジメントシステムを構築しております。

また、IoTや5Gなど新しい技術を活用し、ニューノーマル時代に求められるBMSの開発を推進してまいります。

③セキュリティシステム技術

工場における人・車両の入退出管理、Webカメラによる侵入監視、研究室などへの入退出管理機能だけでなく、

セキュリティ用社員カードを利用した食堂・購買のキャッシュレス化など多様なシステムに対応しております。ま

た、防犯機能だけでなく、災害時の安否確認機能など各種の防災機能を持った工場向け「統合セキュリティシステ

ム」として活動を展開しております。

物流システムにおいて、ETC(電子料金収受システム)のDSRC(狭域通信)技術に着目し、各種機能への利用にも取

り組んでおります。

④ローカル5G*

モバイルキャリアが提供するパブリック5Gとは異なり、個別のニーズに応じて、企業や自治体等が自らの敷地内

でスポット的に構築できる通信システムであり、総務省が普及に向けて取組んでいます。同技術に対応できるよう

に川崎テクニカルセンターでローカル5Gインフラを構築し、実証実験の場として通信技術の習得やシステムの開発

や検証、展開を進めてまいります。

* 5G：第5世代移動通信システムのことであり、高速大容量・低遅延通信・多数同時接続という特徴を持っていま

す。

⑤HACCP*による食品衛生管理手法への対応

飲食店や食品製造工場において、HACCPによる食品衛生管理をクラウドで一元管理するシステムを開発いたしま

した。「誰でも・わかりやすく」をコンセプトに、スマートデバイスやパソコンを利用した簡単な操作により、

HACCPに沿った食品の衛生管理を実現いたしました。パートナー企業との協業により、本システムの展開に取り組

んでまいります。

* HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Pointの略。食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の

危害要因（ハザード）を分析した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危

害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管

理の手法です。
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(2) その他事業

高度情報化社会に伴い、関連事業における様々な技術開発活動に取り組んでまいります。

①AI技術

当社では、自然言語処理や画像処理など、最新の生成AI技術を活用したシステム開発に積極的に取り組んでいま

す。特に大規模言語モデル（LLM）を中心としたシステム開発に注力しています。この研究開発により、業務効率

化や省力化の推進や安全品質向上に取り組んでおり、さらには新しいビジネスの創出や革新的なサービスの開発に

ついても研究しています。生成AI技術の可能性を最大限に活かし、社内DXを推進すると共にお客様と社会に新たな

価値を提供できるよう、これからも技術革新に挑戦し続けます。

当社の研究開発活動の専従人員は、2025年3月末現在36名であり、当連結会計年度の研究開発費総額は862百万円で

あります。なお、子会社においては、研究開発活動は特段行われておりません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資は、施工能力の向上並びに省力合理化を目的とする工事用機材及び事業用施設の

新設、改修等を中心として実施され、設備工事業においてその総額は2,368百万円、またその他事業においては3百万

円でありました。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却・売却はありません。

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2025年3月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

事業所の内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(人)建物

構築物

機械
運搬具
工具器具
備品

土地
(面積㎡)

合計

大阪本社
(大阪市西区)
他 2事業所

設備工事業
その他事業

大阪地区事務所 689 136
1,191

(3,443.40)
2,017 800

東京本社
(東京都港区)
他 4事業所

設備工事業
その他事業

東京地区事務所 2,550 457
1,904

(12,298.50)
4,911 658

住友電設川崎テクニ
カルセンター(神奈
川県川崎市)

設備工事業 研修施設 1,954 315
1,213

(2,938.03)
3,483 4

八日市倉庫
(滋賀県八日市市)
他 1件

設備工事業 関西地区倉庫 12 261
248

(21,004.35)
522 －

独身寮
(川崎市高津区)

設備工事業 関東地区独身寮 328 7
1,057

(1,221.23)
1,392 －

(2) 国内子会社
2025年3月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

事業所の内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(人)建物

構築物

機械
運搬具
工具器具
備品

土地
(面積㎡)

合計

住電電業㈱
工事部・独身寮
(埼玉県八潮市)
(注) 2

設備工事業
工事部事務所
独身寮

823 9
405

(2,447.36)
1,238 8
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(3) 在外子会社
2025年3月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

事業所の
内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(人)建物

構築物

機械
運搬具
工具器具
備品

土地
(面積㎡)

合計

タイ セムコン
CO.,LTD.

テクニカルセンター
(タイ・チョンブリ)

設備工事業 研修施設 199 8
320

(16,348.00)
528 33

スミセツ フィ
リピンズ,INC.

テクニカルセンター
(フィリピン・ブラカ
ン州)

設備工事業 研修施設 532 4
213

(6,000.00)
749 9

(注) 1 帳簿価額に建設仮勘定は含まれません。

2 事務所と独身寮が同建屋もしくは隣接している事業所であり、従業員数は支店・工事部の人数であります。

3 建物の一部を連結会社以外から賃借しております。建物のうち賃借中の主なものは以下のとおりであります。
2025年3月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称
年間賃借料
(百万円)

住友電設㈱

大阪本社
(大阪市西区)

設備工事業
その他事業

398

東京本社
(東京都港区)

設備工事業
その他事業

358

4 土地・建物のうち賃貸中の主なもの
2025年3月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称
土地

(面積㎡)
建物

(面積㎡)

住友電設㈱

酉島事業所
(大阪市此花区)

設備工事業 172.45 1,093.00

大阪地中線工事センター
(大阪市此花区)

設備工事業 － 1,703.89

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の計画はありません。

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 73,000,000

計 73,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年6月25日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 35,635,879 35,635,879
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数100株

計 35,635,879 35,635,879 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

1998年3月31日(注) 39,090 35,635,879 17 6,440 17 6,038

(注) 転換社債の株式転換による増加であります。(1997年8月～1997年9月)
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(5) 【所有者別状況】

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 18 23 96 148 7 2,731 3,023 －

所有株式数
(単元)

－ 45,255 10,425 193,191 64,260 21 42,677 355,829 52,979

所有株式数
の割合(％)

－ 12.72 2.93 54.29 18.06 0.01 11.99 100.00 －

(注) 1 自己株式459,813株は「個人その他」に4,598単元及び「単元未満株式の状況」に13株が含まれております。

2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2025年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

住友電気工業株式会社 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 17,828 50.68

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂1丁目8番1号 2,496 7.10

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
（常任代理人）ゴールドマン・
サックス証券株式会社

PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON
EC4A 4AU, U.K.
（東京都港区虎ノ門2丁目6番1号）

1,164 3.31

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

中央区晴海1丁目8番12号 979 2.79

JP MORGAN CHASE BANK 385632
（常任代理人）株式会社みずほ
銀行決済営業部

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,
E14 5JP, UNITED KINGDOM
（東京都港区港南2丁目15番1号）

905 2.57

MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人）モルガン・スタ
ンレーMUFG証券株式会社

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA， U.K.
（東京都千代田区大手町1丁目9番7号）

819 2.33

住友電設共栄会 大阪市西区阿波座2丁目1番4号 755 2.15

北港運輸株式会社 大阪市此花区春日出北3丁目2番1号 624 1.77

住友電設従業員持株会 大阪市西区阿波座2丁目1番4号 570 1.62

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD
AC ISG (FE-AC)
（常任代理人）株式会社三菱UFJ
銀行

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内1丁目4番5号）

377 1.07

計 － 26,521 75.40

(注) 1 上記の所有株式数には、信託業務による所有数を次のとおり含んでおります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,330千株

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 733千株

2 2023年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、ティー・ロウ・プライ

ス・ジャパン株式会社が2023年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と

して2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めており

ません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)
ティー・ロウ・プライス・
ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
グラントウキョウサウスタワー10階

1,582 4.44



― 37 ―

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 459,800
－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 35,123,100 351,231 －

単元未満株式 普通株式 52,979 － 1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 35,635,879 － －

総株主の議決権 － 351,231 －

(注) 1 単元未満株式には、当社所有の自己株式13株が含まれております。

2 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

② 【自己株式等】

2025年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
住友電設株式会社

大阪市西区阿波座
2丁目1番4号

459,800 － 459,800 1.29

計 － 459,800 － 459,800 1.29
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号、会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会(2024年5月9日)での決議状況
(取得期間2024年5月10日)

250,000 956

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 250,000 956

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － －

(注) 上記の取得自己株式は、2024年5月9日開催の取締役会において決議した、東京証券取引所における自己株式

立会外取引(ToSTNeT-3)による取得であります。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 1,678 5

当期間における取得自己株式 363 0

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他（譲渡制限付株式報酬） 11,500 33 ― ―

その他（単元未満株式の買増請求
による売渡）

25 0 33 0

保有自己株式数 459,813 ― 460,143 ―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

および買増しによる株式数は含めておりません。



― 39 ―

３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元が経営の重要施策の一つであると考えており、業績並びに将来の事業展開を勘案し

た上で、内部留保金とのバランスを取りながら、安定的な配当をすることを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当

は取締役会、期末配当は株主総会であります。

内部留保金については、新規事業の創出など将来の事業拡大につながる新技術や新工法の開発を中心とした投資に

活用し、収益力の向上と経営基盤の強化に努める所存であります。

当事業年度の剰余金の配当は、上記の利益配分の基本方針に基づき業績を勘案し、既に実施している中間配当60円

に、期末配当として1株につき86円を加え、年間配当額は前事業年度に比べ40円増配の1株につき146円としておりま

す。

なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として剰余金の中間

配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額

(円)

2024年10月31日
取締役会決議

2,110 60

2025年6月25日
定時株主総会決議

3,025 86
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは「住友事業精神」と「住友電設グループ企業理念」に基づき、経営の効率化・迅速化を図る

とともに、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益にかなうことが重要であるとの認識のもと、持続的

な成長と中長期的な企業価値の向上のため、「第２ 事業の状況 １ (1) (a)～(e)」に記載の基本的な考え方に

沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むこととしております。

②企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監

督機関として「取締役会」、業務執行機関として「代表取締役」、監査機関として「監査役会」を設置してお

ります。また、グループ全体の経営戦略や中長期の経営方針等を審議する機関として「経営会議」を設置し、

取締役会の意思決定を支援するとともに、代表取締役による業務執行の強化や迅速性を高めるため、2004年6月

より「執行役員制度」を導入しております。

取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の基本方針その他会社の重要

事項について審議・決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行うことを主な役割としており、原則月1

回開催しております。なお、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役を選任し、独立社

外取締役については3分の1以上の体制としております。

経営上の重要事項を討議し、業務執行を効率的に進めるため、社長及び各部門担当執行役員で構成する経営

会議を原則月1回以上開催し、経営機能の強化に努めております。

取締役・監査役候補者の指名、取締役の報酬の決定を行うにあたり、取締役会の意思決定の客観性を担保し、

説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員長を社外取締役、過半数を社外取締役で構成する

指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。

当社グループと親会社グループとの間の取引のうち、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行

為について審議・検討することを目的として、独立社外取締役を含む社外役員で構成するグループ会社間取引

利益相反監督委員会を設置しております。

監査役会は、監査役5名のうち過半数である3名を社外監査役で構成しており、経営監視機能の客観性及び中

立性の確保に努めています。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を十

分に監査できる体制としております。また、監査役の監視機能強化の一環として、常勤監査役は取締役会への

出席をはじめ、重要な経営テーマを審議する経営会議やリスク＆コンプライアンス委員会その他の重要な会議

に出席し、経営状況の的確な把握や監視に努めております。一方、社外監査役は取締役会に出席し、当該取締

役会において、経験、見識に基づいた客観的な視点からの問題把握とこれに対する意見を述べるなど、コーポ

レート・ガバナンスの一翼を担っております。また、各監査役は監査役会の一層の活性化を図り、監査機能の

充実に努めております。

機関の名称 目的・権限 構成員

取締役会 ・会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図

るため、経営の基本方針その他会社の重要事項につ

いて審議・決定するとともに、各取締役の職務執行

の監督を行う。

谷 信（議長、代表取締役社

長）、

小島 茂広、沖野 康治、

島田 哲成、島田 健一、

髙橋 英行（社外取締役）、

服部 力也（社外取締役）、

安原 裕文（社外取締役）、

佐野 由美（社外取締役）

監査役及び

監査役会

・各監査役は、監査役会が定めた監査基準・方針・分

担に従い、取締役会等重要な会議への出席、取締

役、内部監査部門その他の使用人等からの職務状況

の聴取、重要な決裁書類の閲覧、主要な事業所等の

往査等を実施するとともに、他の監査役から監査状

況等の報告を受け、また会計監査人とは適宜情報交

換等を行う。

＜監査役会＞

本田 正（議長、常勤監査

役）、

濵出 浩二、

垂谷 保明（社外監査役）、

古賀 陽子（社外監査役）、

薄井 琢磨（社外監査役）



― 41 ―

機関の名称 目的・権限 構成員

指名諮問委員会、

報酬諮問委員会

・取締役・監査役候補者の指名、取締役の報酬の決定

を行うにあたり、取締役会の意思決定の客観性を担

保し、説明責任を強化することを目的として、社長

その他取締役会で指名された者から提案される次の

事項を審議しております。

①指名諮問委員会

・取締役、監査役、役付執行役員の候補者案

・経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル等

・前各号に関する会社の重要な規程等の制定、改廃案

並びに重要な公表資料等の記載案

・その他、取締役会からの諮問事項

②報酬諮問委員会

・取締役、執行役員の個人別の報酬等に関わる決定方

針案

・取締役、執行役員の報酬制度案

・取締役、役付執行役員の個人別の報酬額案

・前各号に関する会社の重要な規程等の制定、改廃案

並びに重要な公表資料等の記載案

・その他、取締役会からの諮問事項

服部 力也（社外取締役）、

髙橋 英行（社外取締役）、

安原 裕文（社外取締役）、

谷 信、

小島 茂広

計5名

グループ会社間

取引利益相反監督

委員会

・当社グループと親会社グループとの間の取引のう

ち、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取

引・行為について審議・検討することを目的とし

て、次の事項を審議しております

・対象期間の受注高、売上高の総額

・対象期間の受注物件（受注時）、完工物件（最終竣

工時）のうち、１億円以上の取引

・その他一般取引、資本取引等のうち、重要な取引

服部 力也（社外取締役）、

髙橋 英行（社外取締役）、

安原 裕文（社外取締役）

計3名

(注)2025年度の指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びグループ会社間取引利益相反監督委員会の委員長につき

ましては、2025年7月以降に選定予定であります。

③内部統制システムの整備の状況等の概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を整

備しております。

・ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ 社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的方法（以下「文書等」という。）に

より記録し、保存する。

ロ 取締役及び監査役は社内規程により常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

・ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ 安全、品質、環境、災害、感染症及び情報管理等に係るリスクについてはそれぞれの担当部門で規程等

の制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。

ロ 安全、品質及び環境等事業活動に伴って発生するリスクに関しては、中央安全品質委員会及び安全品質

管理部において、その他のリスクに関しては、リスク＆コンプライアンス委員会（以下「ＲＣ委員会」

という。）において、リスクの未然の防止と生じたリスクへの対応に取り組む。

ハ 取締役、執行役員及び使用人（以下「役職員」という。）は社内規程に基づき工事の損益管理を実施

し、利益の確保及び損失の未然防止に努める。

ニ 組織横断的リスク状況の監査は監査部を中心に行うものとし、その結果を取締役社長に報告する。

・ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ 取締役、執行役員及び管理職の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう、社内規程において担当部門

及び各組織の所管業務を定める。

ロ 各部門の業績等については、中期計画及びその達成に向けた年度計画を策定し、社長及び各部門担当執

行役員で構成する経営会議、取締役会で検討のうえ、承認する体制とする。
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ハ 経理部及び経理担当役員が月次単位で年度計画の達成状況を把握・分析のうえ、取締役会に報告する。

ニ 取締役会は定期的に進捗状況を監督し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すこと

により、目標達成の確度を高める。

・ 役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ 役職員が法令、定款及び企業理念を遵守した行動をとるための社員行動基準を定める。それぞれの担当

部門は、コンプライアンスに関する規程等の制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、当

該規程に基づいた職務執行の徹底を図る。

ロ ＲＣ委員会は全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、同委員会を中心に役職員教育等を

行う。

ハ 監査部はコンプライアンスの状況を監査する。

ニ 国内外の競争法の遵守については、当社グループ内における疑わしい行為を含む入札談合行為根絶のた

め、競争法に関する教育を継続的に実施するとともに、総務部及び各部門は協力・連携を図りコンプラ

イアンスに関する規程等の運用及び遵守状況を定期的に確認し、不備については速やかに改善する。

ホ コンプライアンス上疑義のある行為等について役職員が直接情報提供を行う手段として社内及び社外に

業務相談・通報窓口を設ける。

ヘ 反社会的勢力の排除に向けて反社会的勢力との関係を遮断し、不当要求は一切受け付けず、総務部を対

応統括部署として、警察当局、顧問弁護士等と協力・連携を図り、事案に応じて関係部門と協議のうえ

対応を行う。

・ 財務報告の適正性を確保するための体制

イ 取締役会の方針のもと、各部門・子会社は、金融商品取引法及び金融庁が定める評価・監査の基準並び

に実施基準に沿った内部統制システムの整備及び適切な運用を図り、財務報告の適正性の確保に努め

る。

ロ 監査部は、各部門・子会社の内部統制システムの整備及び適切な運用状況について評価・監査・指導を

行い、不備については各部門・子会社に改善を促す。

ハ 各部門・子会社は、監査部の評価・監査・指導により改善を促されたときは、速やかに改善するように

努める。

・ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ 子会社の事業に関して責任を負う取締役を任命し、各社の経営状況の把握に努めるほか、コンプライア

ンス体制、リスク管理体制を構築する権限を与え、本社管理部門はこれらを横断的に推進し、管理す

る。

ロ 関係会社管理規程に基づき、当社経営会議、取締役会で報告・附議すべき決定事項・発生事実やリスク

管理、コンプライアンス等に関する一定の事項について子会社から報告を受け、又は必要により当社と

協議を行う。

ハ 当社グループ横断的な主要リスクについては、当社の担当部門等と各子会社が自社事業の遂行に伴うリ

スクを再評価のうえリスク管理を行うほか、子会社における固有のリスクについても、当社が支援を行

い、リスクの軽減等を図る。

ニ 各子会社の事業計画は、当社の中期計画及び年度計画の一環として策定され、業績が定期的に報告され

る体制とする。当該報告に関して所要の対策等を検討し、速やかに実施されるように支援する。

ホ コンプライアンスに関して、当社のＲＣ委員会や総務部等が当社グループ内の主要なコンプライアンス

リスクごとに展開する発生防止策に従い、各子会社において、自社特有のリスクを含め、対策を講じる

体制とする。なお、内部通報のための業務相談・通報窓口は、当社グループ共通の社外窓口を設ける。

へ 子会社の監査は監査部及び経理部が行うものとし、その結果を取締役社長に報告する。

ト 親会社のコーポレートスタッフ部門と当社の本社管理部門はコンプライアンス及びリスクに関する意見

交換を行い、適時に必要な施策を実施する。

・ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項、監査役の職務を補助すべき使用人の取締役から

の独立性に関する事項及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ 監査役の職務を補助する使用人として監査役付を任命する。

ロ 監査役は監査役付に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、この命令を受けた監査役

付はこの命令に関して取締役、監査部長等の指揮命令は受けないものとする。

ハ 監査役付の任免、異動、昇給、人事評価及び懲戒については予め監査役会より、意見を聴取し尊重す

る。

・ 当社並びに子会社の役職員及び子会社の役職員から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制そ
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の他の当社監査役への報告に関する体制

当社並びに子会社の役職員及び子会社の役職員から報告を受けた者は、当社監査役に対して、法定の事

項に加え、当社、子会社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、社内規程

に基づく通報状況及びその内容を適時に報告する。

・ 監査役へ報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制

内部通報に関する規程において、通報者に対して通報を行ったことを理由として解雇その他の不利益な

取扱いを行わない旨を規定するなど、当社及び子会社は、監査役に前項の報告を行ったことを理由とし

て、当該報告を行った者に対して不利な取扱いを行わない。

・ 監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

イ 監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理のため、毎年度、監査役の承認のもと必要な予算

を設定し、監査役から前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済の請求があった場合には、

速やかに対応する。

ロ 監査役がその職務執行に関連して弁護士、公認会計士等の外部専門家に相談する場合の費用は、会社が

負担する。

・ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ 監査役会と取締役社長とはそれぞれ定期的に意見交換を行う。

ロ 監査役は各部門からヒアリングを行う機会を定期的に確保する。

ハ 監査役は経営会議、ＲＣ委員会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見交換を行うことができる。

④責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する金額であ

ります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の

遂行について、善意で且つ重大な過失がないときに限られます。

⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定す

る役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負

うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補するものであり、そ

の保険料は全額会社が負担しております。但し、故意又は重過失に起因して賠償請求された損害は当該保険契

約により填補されません。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

⑥取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

⑦取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

イ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得を

行うことができる旨を定款で定めております。これは、事業環境の変化等に応じて機動的に資本政策を遂行で

きるようにすることを目的としております。

ロ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として剰余金

の配当（中間配当）を実施できる旨を定款で定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うこと

を目的とするものであります。

⑨株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる
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株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めてお

ります。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものであります。

⑩当事業年度における取締役会、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びグループ会社間取引利益相反監督委員会

の活動状況

氏名

開催頻度及び出席状況

取締役会 指名諮問委員会 報酬諮問委員会

グループ会社間

取引利益相反監

督委員会

坂崎 全男

（取締役会議長）
14回/14回 2回/2回 3回/3回 －

谷 信 14回/14回 2回/2回 3回/3回 －

本田 正 14回/14回 － － －

島田 哲成 14回/14回 － － －

島田 健一 14回/14回 － － －

髙橋 英行

（社外取締役）
14回/14回 2回/2回 3回/3回 4回/4回

服部 力也

（社外取締役）

（指名諮問委員会委員長）

（報酬諮問委員会委員長）

（グループ会社間取引利益

相反監督委員会委員長）

14回/14回 2回/2回 3回/3回 4回/4回

安原 裕文

（社外取締役）
14回/14回 2回/2回 3回/3回 4回/4回

佐野 由美

（社外取締役）
11回/11回 － － －

(注)佐野由美氏は、2024年6月25日開催の第99期定時株主総会において新たに取締役に選任され就任しており、

同日以降の取締役会の開催回数は11回であります。

取締役会における具体的な検討内容としては、以下の事項であります。

・内部統制システムに関する事項

・コーポレート・ガバナンスに関する事項

・サステナビリティに関する事項

・中期経営計画、年度利益計画に関する事項

・新規事業に関する事項

・大型受注決裁に関する事項

・設備投資に関する事項

・政策保有株式の保有適否に関する事項

・その他、取締役会規程で定められた事項

指名諮問委員会における具体的な検討内容としては、以下の事項であります。

・取締役、監査役、役付執行役員の候補者案に関する事項

・経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル等に関する事項

・前各号に関する会社の重要な規程等の制定、改廃案並びに重要な公表資料等の記載案に関する事項

・その他、取締役会からの諮問事項に関する事

報酬諮問委員会における具体的な検討内容としては、以下の事項であります。

・取締役、執行役員の個人別の報酬等に関わる決定方針案に関する事項

・取締役、執行役員の報酬制度案に関する事項

・取締役、役付執行役員の個人別の報酬額案に関する事項

・前各号に関する会社の重要な規程等の制定、改廃案並びに重要な公表資料等の記載案に関する事項
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・その他、取締役会からの諮問事項に関する事項

グループ会社間取引利益相反監督委員会における具体的な検討内容としては、以下の事項であります。

当社グループと親会社グループとの取引のうち、

・対象期間の受注高、売上高の総額及び、重要な受注物件、完工物件に関する事項

・その他一般取引、資本取引等のうち、重要な取引等に関する事項
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(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
(社長)

谷 信 1957年5月28日生

1980年 4月 住友電気工業株式会社入社
2004年 4月 同社経理部長
2008年 6月 同社執行役員 経理部長
2011年 6月 同社執行役員

スミトモエレクトリックワイヤリングシステムズ
インク社長

2014年 6月 同社常務取締役
2017年 6月 同社代表取締役 専務取締役
2019年 6月 当社代表取締役副社長執行役員

国際本部長
2021年 6月 当社代表取締役社長（現任）

(注)4 16

代表取締役
（専務執行役員）
施設統括本部長

小島 茂広 1963年7月20日生

1986年 4月 当社入社

2016年 6月 当社施設統括本部東部本部施工統括部長

2018年 6月 当社執行役員 施設統括本部東部本部施工統括部
長 東京支社長

2020年 6月 当社執行役員 施設統括本部副本部長
東部本部長

2023年 6月 当社常務執行役員 施設統括本部副本部長
2024年 6月 当社専務執行役員 施設統括本部長
2025年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

施設統括本部長（現任）

(注)4 2

代表取締役
（専務執行役員）

営業本部長
国際本部長

沖野 康治 1962年8月8日生

1986年 4月 当社入社
2009年 9月 当社施設統括本部西部本部営業統括部営業第二部

長
2016年 6月 当社執行役員 営業本部副本部長 西部営業第二

部長
2019年 6月 当社執行役員 施設統括本部環境ソリューション

事業部長 営業本部副本部長
2022年 6月 当社常務執行役員 施設統括本部副本部長 環境

ソリューション事業部長
2024年 6月 当社専務執行役員 営業本部長
2025年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

営業本部長（現任）
国際本部長（現任）

(注)4 3

取締役
(常務執行役員)

島田 哲成 1962年12月29日生

1985年 4月 住友電気工業株式会社入社
2010年 1月 同社伊丹製作所長
2012年 7月 同社人材開発部長
2015年10月 当社総務部長 人事部次長
2016年 6月 当社執行役員 総務部長 人事部長
2017年12月 当社執行役員 人事部長
2019年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

(注)4 10

取締役
(常務執行役員)
総合企画部長

島田 健一 1964年10月12日生

1988年 4月 住友電気工業株式会社入社
2010年 6月 同社産業素材事業本部業務部長
2012年 6月 同社アドバンストマテリアル事業本部業務部長
2014年 3月 住友電工管理（上海）有限公司総経理
2018年 4月 住友電気工業株式会社財務部長
2021年10月 当社総合企画部次長
2022年 6月 当社執行役員 総合企画部長
2023年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

総合企画部長（現任）

(注)4 5

取締役 髙橋 英行 1956年10月19日生

1981年 4月 日本銀行入行
2003年 7月 同政策委員会室参事役
2005年 2月 同新潟支店長
2008年 7月 同金融研究所参事役
2009年 5月 同神戸支店長
2010年11月 社団法人大阪銀行協会（現：一般社団法人大阪銀

行協会）専務理事
2020年 6月 当社取締役（現任）
2021年 8月 公益財団法人日本共同証券財団事務局長（現任）

(注)4 －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 服部 力也 1954年2月3日生

1978年 4月 住友信託銀行株式会社（現：三井住友信託銀行株
式会社）入行

2000年 4月 同社法人企画部長
2005年 6月 同社執行役員 金融法人部長
2006年 6月 同社常務執行役員 金融事業企画部長
2008年 6月 同社取締役常務執行役員
2011年 4月 同社取締役専務執行役員
2013年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

副社長執行役員
三井住友信託銀行株式会社代表取締役副社長

2015年 4月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社取締役

2015年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
代表取締役副社長

2016年 5月 トラスト・キャピタル株式会社社外取締役
2017年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取

締役
三井住友信託銀行株式会社取締役副会長

2018年 4月 同社エグゼクティブアドバイザー
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社取締役会長

2018年 6月 当社監査役
2020年 6月 株式会社滋賀銀行社外取締役（現任）
2021年 6月 当社取締役（現任）

令和アカウンティング・ホールディングス常任監
査役

(注)4 －

取締役 安原 裕文 1956年8月28日生

1979年 4月 松下電器産業株式会社（現：パナソニックホール
ディングス株式会社）入社

1996年 9月 アメリカ松下電池工業株式会社（現：パナソニッ
クエナジーアメリカ株式会社）取締役CFO

2008年 6月 パナホーム株式会社（現：パナソニックホームズ
株式会社）取締役

2012年 6月 同社代表取締役
2015年 8月 パナソニック株式会社（現：パナソニックホール

ディングス株式会社）常任監査役
2019年 6月 参天製薬株式会社社外監査役
2020年 3月 住友ゴム工業株式会社社外監査役（現任）
2020年 6月 日立造船株式会社（現：カナデビア株式会社）社

外監査役（現任）
2023年 6月 当社取締役（現任）

(注)4 -

取締役 佐野 由美 1961年8月20日生

1984年 4月 敷島紡績株式会社（現 シキボウ株式会社）入社
1997年 4月 関西経営者協会（現 公益社団法人関西経済連合

会）入局
2004年 4月 同会員部長
2013年 4月 公益財団法人２１世紀職業財団入団
2014年 4月 同関西事務所長（現任）
2021年 6月 三洋化成工業株式会社社外取締役（現任）
2024年 6月 当社取締役（現任）

(注)4 -

常勤監査役 本田 正 1960年6月15日生

1983年 4月 当社入社
2009年 6月 当社施設統括本部東部本部北関東支店長
2013年 6月 当社執行役員 施設統括本部東部本部施工統括部

長 東京支社長
2015年11月 当社執行役員

タイセムコンCO.,LTD.取締役社長
2019年 6月 当社常務執行役員 施設統括本部副本部長

西部本部長
2021年 6月 当社常務執行役員 施設統括本部長

西部本部長
2022年 6月 当社取締役常務執行役員 施設統括本部長
2023年 6月 当社取締役専務執行役員 施設統括本部長

国際本部長
2024年 6月 当社代表取締役専務執行役員 国際本部長
2025年 6月 当社常勤監査役（現任）

(注)5 11

常勤監査役 濵出 浩二 1963年9月10日生

1987年 4月 当社入社
2011年10月 当社営業本部営業企画部長
2016年 6月 当社施設統括本部企画統括部長
2021年 6月 当社総務部長
2022年 6月 当社執行役員 総務部長
2025年 6月 当社常勤監査役（現任）

(注)5 2

監査役 垂谷 保明 1952年4月27日生

1975年 4月 三菱重工業株式会社入社
1982年 7月 プライスウォーターハウス会計事務所入所
1986年 9月 公認会計士登録
1993年 1月 税理士登録

開成公認会計士共同事務所代表（現任）
2000年 9月 株式会社情報企画社外監査役
2005年 7月 株式会社ウィル不動産販売（現：株式会社ウィ

ル）社外監査役（現任）
2015年12月 株式会社情報企画社外取締役（監査等委員）
2016年 6月 当社監査役（現任）

株式会社アクティブゲーミングメディア社外監査
役

(注)6 －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役 古賀 陽子 1956年12月8日生

1990年 6月 Price Waterhouse LLP（現：Price Waterhouse
Coopers LLP）入所

1997年 7月 青山監査法人入所
2000年 3月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現：

EY税理士法人）マネージャー
2001年 4月 同シニアマネージャー
2004年10月 同パートナー
2017年 7月 同ディレクター
2021年 2月 ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ

外国法共同事業法律事務所タックスディレクター
2021年 6月 当社監査役（現任）

(注)5 －

監査役 薄井 琢磨 1974年3月10日生

2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
田辺総合法律事務所入所

2013年 4月 同パートナー（現任）
2022年 6月 当社監査役（現任）

(注)7 －

計 52

(注)1 取締役 髙橋英行氏、服部力也氏、安原裕文氏及び佐野由美氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所

の定めに基づき届け出た独立役員であります。

2 監査役 垂谷保明氏、古賀陽子氏及び薄井琢磨氏は社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づ

き届け出た独立役員であります。

3 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監査機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行

体制を確立するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役を兼務している5名のほかに25名お

り合計30名で構成されております。

4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。

5 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。

6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。

7 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。

②社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

当社の社外取締役は、会社経営の経験者、各分野の専門家又は学識経験者としての豊富な経験と高い見識を

通じて、当社の経営全般にわたる監督機能及び助言機能という重要な役割を担っております。

社外取締役の髙橋英行氏は、日本銀行及び一般社団法人大阪銀行協会の経験を通じて金融経済に精通してい

るとともに、地域経済や企業経営に関する知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、

独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと

判断して選任しております。よって、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主

との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外取締役の服部力也氏は、金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの実

績と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向

上を図っていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引銀行である三井住

友信託銀行株式会社の業務執行者として2018年3月まで勤務していました。2018年4月からは同行エグゼクティ

ブアドバイザーの職にありましたが、2020年3月に退任いたしました。また、当社と同行との間には、資金の借

入等の取引が存在しますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入依存度は突出しておら

ず、同行の当社に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。さらに、当社と

同行との間には、電気工事の請負等に関する取引が存在しますが、取引の規模、性質に照らして、同行の当社

に対する影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。よって、東京証券取引所が定め

る独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保

されていると判断しております。

社外取締役の安原裕文氏は、事業会社の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの実

績と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向

上を図っていただけるものと判断して選任しております。よって、東京証券取引所が定める独立性の要件を満

たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断し

ております。
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社外取締役の佐野由美氏は、上場企業や公益法人におけるダイバーシティの推進、人材の育成に関する豊富

な経験と産業及び労働経済に関する幅広い知見を有しており、これらの実績と幅広い見識を活かして、独立的

な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただけるものと判断し

て選任しております。なお、同氏は、当社が女性活躍推進に関する研修を委託している公益財団法人２１世紀

職業財団の関西事務所長でありますが、当社と同財団との取引の規模、性質に照らして同財団の当社に対する

影響度は当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。よって、東京証券取引所が定める独立性

の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されてい

ると判断しております。

社外監査役の垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士としての高度な知見や、企業会計及び税務に関する豊富

な経験を有しており、独立した立場から監査を行い、当社のコーポレートガバナンスの強化を図っていただけ

るものと判断して選任しております。よって、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の

一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

社外監査役の古賀陽子氏は、米国会計事務所及び国内税理士法人勤務を通じ、国際税務・企業税務に関する

高度な知見と豊富な経験を有しており、独立した立場から監査を行い、当社のコーポレートガバナンスの強化

を図っていただけるものと判断して選任しております。よって、東京証券取引所が定める独立性の要件を満た

しており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断して

おります。

社外監査役の薄井琢磨氏は、弁護士としての高度な知見と企業法務に関する豊富な経験を有しており、独立

した立場から監査を行い、当社のコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断して選任して

おります。よって、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、当社の一般株主との間に利益相反

が生じるおそれはなく、独立性が十分確保されていると判断しております。

ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針

当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関す

る判断基準等を踏まえ、当社との利害関係の有無を慎重に調査・確認のうえ、独立性について判断し、一般株

主と利益相反の生じるおそれのないと認められる者を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

当社は社外取締役4名を選任し、取締役会における重要な業務執行に関する議案の審議を通じて、取締役の職務

執行を監督しております。

社外監査役は、監査役会において社内の重要会議の内容等につき報告を受け、内部監査部門、業務執行担当役員

及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。当該監査や各社外監査役の意見や

提言は、内部監査、監査役監査及び会計監査に適切に反映し、それらの実効性の向上を図っております。なお、当

社では経営の適法性と適正性を確保するために、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査それぞれの監査を踏ま

えて情報を共有し、三者間の連携の強化を図っております。
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(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

a. 組織・人員

当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役5名のうち過半数である3名を社外監査役で構成して

おり、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に努めております。

なお、常勤監査役濵出浩二氏は、当社経理部門における長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。また、社外監査役垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財

務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役古賀陽子氏は、米国会計事務所及び国

内税理士法人における経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

b. 活動状況

当事業年度において監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりでありま

す。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査役 松下 亘 15回 15回

常勤監査役 内池 和彦 15回 15回

社外監査役 垂谷 保明 15回 15回

社外監査役 古賀 陽子 15回 15回

社外監査役 薄井 琢磨 15回 15回

＜監査役会の具体的な検討事項＞

監査役会では、年間を通じ次のような検討がなされました。

決議・協議事項：

監査役会議長の選定、常勤監査役の選定、特定監査役の選定、監査の方針、監査計画、監査活動経費予

算、監査役の報酬、会計監査人監査報酬同意、会計監査人の再任可否、監査報告書、株主総会に関する

議案及び書類、等

報告事項：

内部統制システムの整備・運用状況、監査役の監査活動内容、社内重要会議の議事、内部監査部門であ

る監査部の監査計画と監査結果、会計監査人の報酬、会計監査人の監査計画と期中レビュー結果及び会

社法監査結果、監査上の主要な検討事項（KAM）の選定結果、会計監査人の監査品質に関連する事項、等

＜監査役の主な活動状況＞

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、業務分担に応じ、監査

業務を遂行しております。

・ 取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見を表明

・ 代表取締役との対話や施工現場の視察を社外取締役と共同で実施

・ 会計監査人の監査計画とその結果及び監査品質事項等の聴取

・ 会計監査人、内部監査部門と定期的に三様監査会議を開催し、情報を共有

また、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
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常勤監査役は、以下のとおり監査業務を遂行しております。

・ 取締役会や経営会議等の重要な会議に出席

・ 当社各部門及びグループ各社への監査を行い、事業活動やリスク・コンプライアンス、財産の状況等を

調査

・ グループ各社の監査役と監査方針の確認や監査結果の聴取

・ 内部監査部門の監査計画や監査結果の聴取

・ 重要書類の閲覧や決裁事項の確認

これらの内容を監査役会にて報告し、社外監査役と情報の共有を図り、社外取締役へも監査役会の議事、内

容について、情報共有を図っております。

②内部監査の状況

・当社における内部監査は、所管部門として監査部（2025年3月31日現在の人員：9名）を設置しております。監

査部は、内部監査規程及び監査計画に従い各事業部門及びグループ会社の業務執行状況について、各事業所及

びグループ会社への往査やモニタリング等の監査及び財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。

・監査部は、監査役会及び会計監査人と定期的な会合等を通し、適宜連携して業務を遂行しております。

また、被監査部門に対し適正かつ効率的な業務実施のための問題点の是正や改善提案を行い、指摘事項に対す

る是正の実施状況を確認しております。

・監査の結果については代表取締役社長に報告すると共に、取締役会並びに監査役及び監査役会に報告し相互連

携を図っております。

③会計監査の状況

イ 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

ロ 継続監査期間

1972年以降

上記は、調査が著しく困難であったため、当社が東京証券取引所市場第二部に株式上場し、有価証券報告書

提出以後の期間について記載したものであり、実際の継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

ハ 業務を執行した公認会計士

業務執行社員 松本光弘 氏

業務執行社員 杏井康真 氏

ニ 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には公認会計士及び公

認会計士試験合格者を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。

ホ 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、監査品質等を総合的に勘案し監査法人を選定してお

り、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針(*)」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法

人の品質管理、監査チーム、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査、不正リスク、要望事項に対する

パフォーマンスの各項目について評価した結果、当該監査法人を再任することは妥当であると判断し、会計監

査人として選定しております。

(*) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂

行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、監査役会の決議に基づき、会計

監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを方針としております。
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ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人選定の評価基準」に基づき以下の項目について監査法人の監査

状況を評価しております。

・ 欠格事由等（会社法第337条第3項及び第340条第1項）の有無

・ 品質管理（内部管理体制、外部検査結果）

・ 監査チーム（独立性、職業的懐疑心、メンバー構成、監査計画）

・ 監査報酬等（監査報酬の水準、非監査報酬の内容・水準、監査の有効性、効率性）

・ 監査役、経営者、監査部とのコミュニケーション

・ グループ監査（海外現地監査人とのコミュニケーション）

・ 不正リスク（不正リスクへの監査対応）

・ 監査役会からの要望に対するパフォーマンス（要求に対する対応状況）

当事業年度において、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当する事実が認められなかったこ

と及び、上記評価基準の評価の結果を勘案し、翌事業年度における監査法人としての再任を決議しておりま

す。

④監査報酬の内容等

イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度(百万円) 当連結会計年度(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

提出会社 60 － 62 61

連結子会社 － － － －

計 60 － 62 61

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、デューデリジェンス業務であります。

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(イを除く)

区分

前連結会計年度(百万円) 当連結会計年度(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

提出会社 － － － －

連結子会社 6 1 6 2

計 6 1 6 2

(前連結会計年度)

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。

(当連結会計年度)

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。

ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ニ 監査報酬の決定方針

監査報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めはありませんが、当社の規模、業務の特性、

監査日数等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得て

おります。
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ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監

査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、

会計監査人の報酬につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法

当社では、取締役の個人別の報酬等に関わる決定方針を定めており、その決定にあたっては、委員長を社外

取締役とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬諮問委員会にて審議し、その答申内容を踏まえ2021年2

月26日開催の取締役会において決議しております。具体的な方針の内容は以下の通りです。

取締役の報酬等の決定にあたっては、「住友事業精神」と「住友電設グループ企業理念」のもと、公正な事

業活動を通して社会に貢献するという普遍の基本方針を堅持しつつ、当社グループを持続的に成長させ、中長

期的に企業価値を向上させるためのインセンティブとなる報酬体系となるよう設計しております。

＜a.取締役報酬の構成＞

取締役報酬は、月額報酬、賞与により構成しております。

＜b.月額報酬の決定に関する方針＞

取締役の月額報酬については、事業内容、規模等の類似する企業を対象とした、役員報酬に関する第三者の

調査を活用することにより、報酬水準の客観性を確保した上で、職位毎の役割や責任度合い並びに会社業績へ

の貢献度に基づいて、職位毎に月額報酬テーブルを設定しております。各人に適用するテーブルの金額につい

ては、中長期的な観点も踏まえ、役割や責任度合い、担当領域の規模や複雑性、難易度並びに会社業績への貢

献度を勘案し、決定しております。

＜c.賞与の決定に関する方針＞

取締役の賞与については、業績連動報酬とし、その総額は、事業内容、規模等の類似する企業を対象とした、

役員報酬に関する第三者の調査を活用することにより、報酬水準の客観性を確保した上で、毎期の会社業績、

特に当社が経営戦略上重視している受注高、売上高や経常利益(率)、ＲＯＥ等に加え、配当水準等を総合的に

勘案し、決定いたします。

各人への配分は、中長期的な観点も踏まえ、職位や責任度合い、会社業績における主要目標（受注高、売上

高や経常利益(率)、ＲＯＥ等）の年初公表値に対する達成度に応じた支給率を基準賞与額へ乗じた額を基本と

し、毎期の会社業績への貢献度、及びこれらを達成するために必要な資質等の定性的要素も考慮し、各人のイ

ンセンティブとなる水準となるよう設定しております。但し、上記に関わらず、会社業績に大きな影響を与え

る異例の事態が生じた場合は、報酬諮問委員会での協議により所要の調整を行うことがあります。

社外取締役については、独立性を確保する観点から賞与は支払っておりません。

＜業績連動報酬に係る指標に対する考え方＞

取締役（社外取締役を除く）に支給する業績連動報酬に係る指標は、中期経営計画の達成のため、全社一丸

で目指す目標として一定の妥当性・納得性があり、また客観的にも明確な指標であるとの判断から、「受注

高」「売上高」「経常利益（率）」を採用しています。さらに、取締役が資本効率の向上と当社グループの持

続的な成長を意識した経営を推進する目的として「ＲＯＥ」を採用しています。また、代表取締役以外の取締

役には、所管部門における安全品質、コンプライアンス、業績及び社員行動指針であるSEMVALUE浸透度・取組

状況も指標として採用しています。

＜業績連動報酬に係る指標、目標、実績等＞

業績連動報酬に係る指標の当事業年度における目標及び実績は下表のとおりとなります。

受注高 売上高 経常利益 (率) ROE ※1

目 標 220,000百万円 200,000百万円 15,000百万円 （7.5％） 10.0％

実 績 244,720百万円 203,639百万円 18,914百万円 （9.3％） 11.7％

(注)※1 ROE目標は中期経営計画におけるターゲットとして設定しております。
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＜d.月額報酬と賞与の割合の決定に関する方針＞

月額報酬と賞与の割合は定めず、前項に記載の業績目標や個人ごとの評価等により変動します。

＜e.報酬決定手続き＞

取締役の月額報酬及び賞与については、決定方針、関連する規程等の制定・改廃、個人ごとの月額報酬や業

績評価を踏まえた具体的な賞与額等の重要事項に関し、報酬諮問委員会にて客観的視点から審議しておりま

す。取締役会は報酬諮問委員会の答申を踏まえ、決定方針や規程の制定・改廃、支給時期及び方法について審

議、決定するほか、年間報酬総額の上限を見直す場合の株主総会の議案内容を決定いたします。個人ごとの具

体的な月額報酬及び賞与の額の決定については、その手続きの公平性・透明性・客観性を確保するため、取締

役会の授権を受けた報酬諮問委員会が「報酬の額又は算定方法の決定方針等」に基づき、決定いたします。

なお、報酬諮問委員会は、委員の過半数を社外取締役としたうえで、委員長を社外取締役が務めることとし

ており、その体制は下記のとおりです。

服部 力也 (社外取締役）[委員長]

髙橋 英行 (社外取締役）

安原 裕文 (社外取締役）

坂崎 全男 (取締役会長）

谷 信 (代表取締役 取締役社長）

監査役の報酬については、株主総会において承認決議を頂いた報酬額の枠内で、監査役の協議により決定い

たします。

＜当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由＞

取締役会は、取締役会の授権を受けた報酬諮問委員会より、取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づいた

算定方法に沿って個人別の月額報酬及び賞与額を決定している旨の答申を受けております。取締役会は、その

答申における額の算定方法及び決定経緯を審議した結果、当該決定方針に沿うものであると判断いたしまし

た。

＜f.自社株の保有＞

当社の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるとともに、株主価値を重視した経営を推進するために、

社内取締役には、一定の基準を定めて役員持株会を通じた自社株の保有を奨励し、当該自社株は在任期間中継

続して保有することとしております。

ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議について

取締役の年間報酬額の総枠については、2020年6月24日の株主総会にて、取締役の報酬額を年額600百万円以

内（うち、社外取締役分は年額100百万円以内）とする内容で決議いたしました。なお、その時点での員数は8

名（うち、社外取締役は3名）であります。監査役の年間報酬額の総枠については、2020年6月24日の株主総会

にて、監査役の報酬額を年額100百万円以内とする内容で決議いたしました。なお、その時点での員数は5名

（うち、社外監査役は3名）であります。

ハ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び報酬諮問委員会の活動について

最近事業年度の役員の報酬等については、2024年5月9日の取締役会において、月額報酬及び賞与の枠組みや

算定方法に関する当年度の方針並びに役員報酬の具体的金額について報酬諮問委員会への諮問を行い、2025年3

月26日の報酬諮問委員会において、月額報酬と賞与の基準額の見直しについて審議を行いました。また、2025

年4月25日の報酬諮問委員会においては、賞与の総額や各人の報酬額の妥当性等について審議を行いました。そ

れらの答申を受けて、2025年5月19日及び6月25日の取締役会にて、取締役の月額報酬及び賞与に関する考え方

について審議を行い、支給金額は報酬諮問委員会の答申どおりとすること及び支給時期等を決議いたしまし

た。
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②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額 報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員

(百万円) 基本報酬 業績連動報酬 の員数 (名)

取締役
(社外取締役を除く)

319 184 135 5

監査役
(社外監査役を除く)

43 43 - 2

社外取締役 38 38 - 4

社外監査役 22 22 - 3

(注)上記の業績連動報酬は、役員賞与の当期引当額となります。

③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的の区分について、売買や株式の価値の変動によって利益を得ることを目的とするものを純投

資目的である投資株式と考え、取引先等との長期的・安定的な関係の構築・強化等を目的とするものを純投資目

的以外の目的である投資株式と考えております。

当社は、原則として、純投資目的である投資株式は保有しないこととしており、関係会社株式を除く上場株式

及び非上場株式を純投資目的以外の目的である投資株式として保有しております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を、取引先等との長期的・安定的な関係の構築・強

化を主たる目的として、中長期的な企業価値向上に資するかという観点より保有しております。毎事業年度、取

締役会で個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかという観点を含め、経済合理性並

びに将来の見通し等を総合的に勘案し、保有の適否について検討を行っております。その結果、保有目的に適さ

なくなった、あるいは中長期的な企業価値に資することのなくなった投資株式は、適時・適切に縮減を進めるこ

ととしております。

当事業年度においても、個別の保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式につき、上記の目的・観点及

び取引状況を踏まえて精査し、2024年10月31日開催の取締役会にて保有の適否を検証いたしました。

当事業年度の検証結果は以下のとおりであります。

・ 保有銘柄全体として、売上高等の関連収益が当社資本コスト（WACC）を上回っていることを確認しまし

た。

・ 個別の銘柄毎に、保有による関連収益が当社資本コストを上回っているかどうかや、コンプライアンス違

反等の有無、経営成績推移等を踏まえ、保有リスク、経済合理性並びに将来の見通しを総合的に勘案する

ことで、当社の中長期的な企業価値向上に資するかどうかを検証しました。

・ 検証の結果、保有継続が適当でないと判断された政策保有株式は売却対象とし、政策保有株式の縮減を行

うこととしております 。

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 23 968

非上場株式以外の株式 18 21,984

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

銘柄数
(銘柄)

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 1 306
機械設備工事業の強化を目的とした株
式の追加取得によるもの

非上場株式以外の株式 － － －

※株式分割等により、株式数が増加した銘柄は除いております。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

銘柄数
(銘柄)

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 2 91

※株式併合等により、株式数が減少した銘柄は除いております。
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ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

住友不動産㈱
1,021,000 1,021,000 同社管理のビル等に係る一般電気工事の受注

を主とした長期的・安定的な取引関係の構
築・強化

有
5,710 5,918

アサヒグループホー
ルディングス㈱

2,550,000 850,000

(保有目的)
同社の工場設備に係る一般電気工事の受注を
主とした長期的・安定的な取引関係の構築・
強化
(株式数が増加した理由)
同社が普通株式1株につき3株の割合で株式分
割を行ったことによるもの

無

4,875 4,744

㈱ミライト・ワン
1,991,000 1,991,000 移動体通信基地局設置に係る情報通信工事の

受注を主とした長期的・安定的な取引関係の
構築・強化

有
4,336 3,802

㈱ダイフク
558,000 558,000 同社の工場設備に係る一般電気工事の受注を

主とした長期的・安定的な取引関係の構築・
強化

無
2,032 1,999

㈱住友倉庫
542,500 542,500 同社管理の倉庫等に係る一般電気工事の受注

を主とした長期的・安定的な取引関係の構
築・強化

無
1,498 1,392

日本空港ビルデング
㈱

210,000 210,000 同社管理空港の電気設備に係る一般電気工事
の受注を主とした長期的・安定的な取引関係
の構築・強化

無
863 1,245

ＭＳ＆ＡＤインシュ
アランスグループホ
ールディングス㈱

242,100 242,100 同社管理のビル等に係る一般電気工事の受注
及び損害保険の付保等の金融取引を主とした
長期的・安定的な取引関係の構築・強化

無(注)2
780 656

日東電工㈱

250,000 50,000
(保有目的)
同社の工場設備に係る一般電気工事の受注を
主とした長期的・安定的な取引関係の構築・
強化
(株式数が増加した理由)
同社が普通株式1株につき5株の割合で株式分
割を行ったことによるもの

無

683 689

㈱大気社

184,000 92,000
(保有目的)
同社施工物件に係る一般電気工事の受注を主
とした長期的・安定的な取引関係の構築・強
化
(株式数が増加した理由)
同社が普通株式1株につき2株の割合で株式分
割を行ったことによるもの

無

420 427

京阪神ビルディング
㈱

129,000 129,000 同社管理のビル等に係る一般電気工事の受注
を主とした長期的・安定的な取引関係の構
築・強化

無
175 210

㈱明電舎
33,400 33,400 同社グループ会社施工物件に係る情報通信工

事の受注及び原材料の購入を主とした長期
的・安定的な取引関係の構築・強化

無
144 98

㈱三十三フィナンシ
ャルグループ

53,700 53,700 同社各支店の内装設備に係る一般電気工事の
受注及び借入金による資金調達を主とした長
期的・安定的な取引関係の構築・強化

無(注)2
127 111
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱三菱ＵＦＪフィナ
ンシャル・グループ

41,000 41,000 同社各支店の内装設備に係る一般電気工事の
受注及び借入金による資金調達を主とした長
期的・安定的な取引関係の構築・強化

無(注)2
82 63

三井住友トラストグ
ループ㈱

21,232 21,232 同社各支店の内装設備に係る一般電気工事の
受注及び借入金による資金調達を主とした長
期的・安定的な取引関係の構築・強化

無(注)2
78 70

㈱三井住友フィナン
シ ャ ル グ ル ー プ
(注)3

14,400 4,800
(保有目的)
同社各支店の内装設備に係る一般電気工事の
受注及び借入金による資金調達を主とした長
期的・安定的な取引関係の構築・強化
(株式数が増加した理由)
同社が普通株式1株につき3株の割合で株式分
割を行ったことによるもの

無(注)2

54 42

阪急阪神ホールディ
ングス㈱(注)3

11,400 11,400
同社管理の路線に係る電力工事の受注を主と
した長期的・安定的な取引関係の構築・強化

無
45 50

住友理工㈱(注)3
23,760 23,760 同社の工場設備に係る一般電気工事の受注を

主とした長期的・安定的な取引関係の構築・
強化

無
41 31

住 友 ゴ ム 工 業 ㈱
(注)3

17,350 17,350 同社の工場設備に係る一般電気工事の受注を
主とした長期的・安定的な取引関係の構築・
強化

無
32 32

㈱大林組(注)1
－ 32,000

－ －
－ 59

伊藤ハム米久ホール
ディングス㈱(注)1

－ 7,000
－ －

－ 28

(注)1 「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

2 当該各社の子会社が当社の株式を保有しております。

3 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式の全銘柄について記載しております。

4 定量的な保有効果については、測定が困難であるため記載を省略しております。保有の合理性の検証方法は、取

引先等との長期的・安定的な取引関係の構築・強化という主たる目的や、売上高等の関連収益が当社資本コスト

を上回っているかという観点を含め、コンプライアンス違反等の有無、経営成績推移等を踏まえ、保有リスク、

経済合理性並びに将来の見通し等を総合的に勘案することで、中長期的な企業価値向上に資するかという観点及

び取引状況を踏まえて精査し、取締役会にて保有の適否を検証しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記

載しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)第2条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)によ

り作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)及

び事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人

による監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 59,390 64,919

受取手形・完成工事未収入金等 ※3,※5 73,070 ※3 79,829

未成工事支出金等 ※1 3,085 ※1 3,806

その他 1,572 1,642

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 137,107 150,185

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,688 11,938

機械、運搬具及び工具器具備品 5,894 6,316

土地 6,564 6,794

リース資産 373 463

建設仮勘定 1,275 6

減価償却累計額 △8,600 △9,351

有形固定資産合計 15,196 16,169

無形固定資産

のれん 2 0

その他 879 898

無形固定資産合計 881 899

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 22,451 ※2 23,712

退職給付に係る資産 3,257 3,723

繰延税金資産 237 314

その他 2,945 2,992

貸倒引当金 △412 △418

投資その他の資産合計 28,479 30,323

固定資産合計 44,557 47,392

資産合計 181,664 197,577
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※5 30,062 31,041

電子記録債務 11,522 10,013

短期借入金 1,540 1,447

リース債務 68 94

未払法人税等 2,767 4,117

未成工事受入金 ※4 8,630 ※4 13,718

役員賞与引当金 130 163

工事損失引当金 29 20

その他 7,846 9,539

流動負債合計 62,599 70,157

固定負債

長期借入金 836 852

リース債務 112 140

役員退職慰労引当金 11 15

退職給付に係る負債 1,199 1,327

繰延税金負債 5,208 5,188

その他 764 716

固定負債合計 8,132 8,241

負債合計 70,732 78,398

純資産の部

株主資本

資本金 6,440 6,440

資本剰余金 6,114 6,119

利益剰余金 80,459 89,060

自己株式 △403 △1,331

株主資本合計 92,610 100,288

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,123 12,203

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 1,075 1,147

退職給付に係る調整累計額 23 74

その他の包括利益累計額合計 13,222 13,425

非支配株主持分 5,098 5,464

純資産合計 110,932 119,178

負債純資産合計 181,664 197,577
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

売上高

完成工事高 185,524 203,639

売上原価

完成工事原価 ※1 161,310 ※1,※2 173,162

売上総利益

完成工事総利益 24,213 30,476

販売費及び一般管理費 ※3,※4 11,665 ※3,※4 12,590

営業利益 12,548 17,886

営業外収益

受取利息 129 161

受取配当金 492 561

不動産賃貸料 73 112

その他 324 281

営業外収益合計 1,019 1,117

営業外費用

支払利息 29 36

為替差損 - 22

その他 36 30

営業外費用合計 65 89

経常利益 13,502 18,914

特別利益

投資有価証券売却益 ※5 1,309 ※5 64

特別利益合計 1,309 64

特別損失

固定資産廃却損 ※7 43 -

子会社株式売却損 ※6 80 -

減損損失 - ※8 24

特別損失合計 123 24

税金等調整前当期純利益 14,687 18,954

法人税、住民税及び事業税 4,360 6,186

法人税等調整額 24 △371

法人税等合計 4,384 5,814

当期純利益 10,302 13,139

非支配株主に帰属する当期純利益 242 339

親会社株主に帰属する当期純利益 10,060 12,800
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

当期純利益 10,302 13,139

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,154 80

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 768 131

退職給付に係る調整額 640 39

その他の包括利益合計 ※1 4,563 ※1 250

包括利益 14,866 13,390

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 14,350 13,003

非支配株主に係る包括利益 515 387
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,440 6,107 73,869 △421 85,994

当期変動額

剰余金の配当 △3,470 △3,470

親会社株主に帰属す

る当期純利益
10,060 10,060

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 7 21 28

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - 7 6,590 18 6,616

当期末残高 6,440 6,114 80,459 △403 92,610

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 8,969 - 581 △618 8,932 4,690 99,618

当期変動額

剰余金の配当 △3,470

親会社株主に帰属す

る当期純利益
10,060

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 28

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

3,154 0 493 641 4,289 408 4,698

当期変動額合計 3,154 0 493 641 4,289 408 11,314

当期末残高 12,123 0 1,075 23 13,222 5,098 110,932



― 66 ―

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,440 6,114 80,459 △403 92,610

当期変動額

剰余金の配当 △4,200 △4,200

親会社株主に帰属す

る当期純利益
12,800 12,800

自己株式の取得 △961 △961

自己株式の処分 5 33 38

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - 5 8,600 △927 7,677

当期末残高 6,440 6,119 89,060 △1,331 100,288

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 12,123 0 1,075 23 13,222 5,098 110,932

当期変動額

剰余金の配当 △4,200

親会社株主に帰属す

る当期純利益
12,800

自己株式の取得 △961

自己株式の処分 38

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

80 △0 72 50 202 365 568

当期変動額合計 80 △0 72 50 202 365 8,246

当期末残高 12,203 0 1,147 74 13,425 5,464 119,178
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 14,687 18,954

減価償却費 1,270 1,324

のれん償却額 115 1

固定資産廃却損 45 7

投資有価証券売却損益（△は益） △1,309 △64

子会社株式売却損益（△は益） 80 -

減損損失 - 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 5

工事損失引当金の増減額（△は減少） △59 △8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 18 32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,033 86

受取利息及び受取配当金 △622 △723

支払利息 29 36

為替差損益（△は益） △20 △2

売上債権の増減額（△は増加） △8,361 △6,683

棚卸資産の増減額（△は増加） △222 △722

仕入債務の増減額（△は減少） 5,711 △521

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,778 5,081

未払消費税等の増減額（△は減少） △898 579

その他 941 657

小計 12,146 18,066

利息及び配当金の受取額 622 723

利息の支払額 △29 △36

法人税等の支払額及び還付額（△は支払） △4,225 △4,959

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,514 13,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △305 △261

定期預金の払戻による収入 342 305

有形固定資産の取得による支出 △2,606 △1,772

有形固定資産の売却による収入 11 4

無形固定資産の取得による支出 △371 △306

投資有価証券の取得による支出 △0 △306

投資有価証券の売却による収入 1,756 91

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

769 -

子会社株式の取得による支出 - △650

短期貸付金の純増減額（△は増加） 50 △50

その他 △146 58

投資活動によるキャッシュ・フロー △499 △2,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △60 -

長期借入れによる収入 942 995

長期借入金の返済による支出 △1,024 △1,071

自己株式の取得による支出 △3 △961

配当金の支払額 △3,470 △4,200

非支配株主への配当金の支払額 △107 △21

その他 △112 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,835 △5,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 478 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,656 5,572

現金及び現金同等物の期首残高 54,428 59,085

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 59,085 ※1 64,658



― 68 ―

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数 13社

主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

(2) 非連結子会社の名称

スミセツパワーライン㈱

㈱西電

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用会社

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

(2) 持分法非適用会社についてその適用をしない理由

持分法非適用会社は、連結純損益及び連結剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外しております。

持分法非適用の非連結子会社及び関連会社名

スミセツパワーライン㈱

㈱西電

西部電工㈱

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日は、住設機電工程(上海)有限公司、上海住設貿易有限公司の2社を除き連結決算日と一

致しております。

なお、これら2社の決算日は12月31日でありますが、連結決算日である3月31日に仮決算を行い連結しておりま

す。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②デリバティブ

時価法

③棚卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

その他棚卸資産

総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定して

おります。)
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく

定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上して

おります。

③工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち当連結会計年度末において損失の発生が見込まれ、かつ、

その金額を合理的に見積もることができる工事については、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失を計

上しております。

④役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内部規程に基づく基準額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主とし

て13年)による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌連結会計年度から費用処理しております。なお、

一部の連結子会社は発生時に一括して費用処理しております。

③過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により費用処

理しております。なお、一部の連結子会社は発生時に一括して費用処理しております。

④小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは電気工事、情報通信工事をはじめ、電力、空調、プラント等の設備工事の、設計、施工、監

理を主な事業内容としております。当該事業における主な履行義務の内容は、顧客との工事契約に基づき、工

事物件を完成させる義務であります。工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義

務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。これは、

主に当社グループが顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資

産が生じ、かつ、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権

利を有していると考えられるためであります。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総

原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、契約の初期段階を除き、進捗度を合

理的に見積ることができない場合には、原価回収基準を適用しております。

ただし、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点である工事完了時に収益を認識し

ております。

履行義務に関する取引の対価は、契約期間中に段階的に受領しており、重要な金融要素は含んでおりませ

ん。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

在外子会社等の資産及び負債・収益及び費用は直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の処理方法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については振当処理

によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引

③ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る相場変

動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

また、予定取引については実行する見込が極めて高いことを確認しております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

のれんについては5年内の均等償却を行っております。

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなります。
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(重要な会計上の見積り)

工事契約における収益認識

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る
工事契約の売上高

111,788 124,382

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除き、履行

義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。

なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)

で算出しております。

工事原価総額の見積りにあたっては、利害を別とする関係部門間で協議し、工事契約を遂行するための作業

内容を特定・網羅し、かつ個々に適切な原価を算定した上で、着工後の工期変更、人件費・労務費の増減、使

用部材の価格変動や仕様変更がある場合、適時に工事原価の見直しを行っております。しかしながら、大規模

工事においては工事原価の変動要素が多く、工期も長期にわたることから、設計変更や追加工事、工期延長等

の可能性があります。そのため、工事内容の見直しがあった場合には、当連結会計年度末時点の工事原価総額

の見積りにおいて不確実性があり、翌連結会計年度の損益に影響を与える可能性があります。

(会計方針の変更)

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日 以下「2022年改正会

計基準」という）等を当連結会計期間の期首から適用しております。

「2022年改正会計基準」等の適用については、「2022年改正会計基準」第20-3項ただし書きに定める経過的な取

扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準第28号 2022年10月28日）第65-2項（2）ただ

し書きに定める経過的な取扱いに従っております。当該会計方針の変更が当連結会計年度の期首の利益剰余金へ

与える影響はありません。

また、この変更が連結財務諸表に与える影響はありません。
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(未適用の会計基準等)

「リースに関する会計基準」等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員

会）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全て

のリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえ

た検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の

全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、

IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公

表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係

る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
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(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「不動産賃貸料」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「その他」397百万円は、

「不動産賃貸料」73百万円、「その他」324百万円として組み替えております。

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替差損」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。

また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「固定資産廃却損」、「支払保証料」は、

営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「支払保証料」5百万円、

「その他」31百万円は、「その他」36百万円として組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

※1 未成工事支出金等の内訳

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

未成工事支出金 2,933百万円 3,668百万円

商品 138 95

原材料 13 42

※2 このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

投資有価証券(株式) 100百万円 750百万円

※3 受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「注記

事項(収益認識関係)」の「(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載のとおりであります。

※4 未成工事受入金のうち、契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」の「(1)契約資産及び契約負

債の残高等」に記載のとおりであります。

※5 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

受取手形等 141百万円 －百万円

支払手形等 1,794 －
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(連結損益計算書関係)

※1 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

29百万円 20百万円

※2 棚卸資産の帳簿価額の切下額

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

※3 このうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

従業員給料手当 4,311百万円 4,632百万円

雑費 1,305 1,685

役員賞与引当金繰入額 130 159

退職給付費用 91 58

役員退職慰労引当金繰入額 6 6

※4 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

751百万円 862百万円

※5 投資有価証券売却益

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

主として、㈱ミライト・ワン及び㈱大気社等の株式売却によるものであります。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

㈱大林組及び伊藤ハム米久ホールディングス㈱の株式売却によるものであります。

※6 子会社株式売却損

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

連結子会社であったスミセツテクノ㈱の全株式を譲渡したことによるものであります。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

※7 固定資産廃却損

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

特別損失の固定資産廃却損43百万円は、東京工事センター建替えに伴う建物解体工事費用であります。
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当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

※8 減損損失

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 5,839百万円 400百万円

組替調整額 △1,309 △64

法人税等及び税効果調整前 4,529 336

法人税等及び税効果額 △1,375 △256

その他有価証券評価差額金 3,154 80

繰延ヘッジ損益

当期発生額 0 △0

組替調整額 － －

法人税等及び税効果調整前 0 △0

法人税等及び税効果額 △0 0

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定

当期発生額 768 131

組替調整額 － －

法人税等及び税効果調整前 768 131

法人税等及び税効果額 － －

為替換算調整勘定 768 131

退職給付に係る調整額

当期発生額 957 73

組替調整額 △33 △13

法人税等及び税効果調整前 923 60

法人税等及び税効果額 △283 △21

退職給付に係る調整額 640 39

その他の包括利益合計 4,563 250
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,635,879 － － 35,635,879

2 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 230,084 1,276 11,700 219,660

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 1,126 株

譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得 150 株

減少数の内訳は、次のとおりです。

2023年3月27日の取締役会決議による譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 11,700 株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2023年6月27日
定時株主総会

普通株式 1,805 51 2023年3月31日 2023年6月28日

2023年10月31日
取締役会

普通株式 1,664 47 2023年9月30日 2023年12月4日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年6月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,089 59 2024年3月31日 2024年6月26日
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当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,635,879 － － 35,635,879

2 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 219,660 251,678 11,525 459,813

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 1,178 株

譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得 500 株

2024年5月9日の取締役会決議による自己株式の取得 250,000 株

減少数の内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買増請求による売渡しによる減少 25 株

2024年3月26日の取締役会決議による譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 11,500 株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年6月25日
定時株主総会

普通株式 2,089 59 2024年3月31日 2024年6月26日

2024年10月31日
取締役会

普通株式 2,110 60 2024年9月30日 2024年12月3日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年6月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 3,025 86 2025年3月31日 2025年6月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

現金預金勘定 59,390百万円 64,919百万円

預入期間が3か月を超える定期預金 △305 △261

現金及び現金同等物の期末残高 59,085 64,658

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

主として保守部材(什器・備品等)であります。

②リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2 オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

1年内 368 369

1年超 1,283 920

合計 1,651 1,289
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(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針

であります。デリバティブは、為替等の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し

ては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信

用状況を半期ごとに把握する体制としております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されて

おりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されており

ます。

営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。ま

た、その一部には原材料等の調達に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予

約を利用して、そのリスクをヘッジしております。短期借入金、長期借入金(原則として5年以内)は、主に営業取引

に係る資金調達であります。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティ

ブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。また、

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成す

るなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ

ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2024年3月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券 21,688 21,688 －

資産計 21,688 21,688 －

長期借入金 1,831 1,830 △0

負債計 1,831 1,830 △0

デリバティブ取引(※2) 0 0 －

(※1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、支払手形・工事未払金等、電子記録債

務、短期借入金に関しては短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお

ります。

(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、( )で示しております。

(※3) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 763
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当連結会計年度(2025年3月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券 21,992 21,992 －

資産計 21,992 21,992 －

長期借入金 1,755 1,751 △3

負債計 1,755 1,751 △3

デリバティブ取引(※2) 0 0 －

(※1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、支払手形・工事未払金等、電子記録債

務、短期借入金に関しては短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお

ります。

(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、( )で示しております。

(※3) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 1,719

(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2024年3月31日)

1年以内
(百万円)

現金預金 59,390

受取手形・完成工事未収入金等 73,070

短期貸付金 0

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの －

合計 132,461

当連結会計年度(2025年3月31日)

1年以内
(百万円)

現金預金 64,919

受取手形・完成工事未収入金等 79,829

短期貸付金 50

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの －

合計 144,799

(注2) 借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2024年3月31日)

1年以内
(百万円)

1年超
2年以内
(百万円)

2年超
3年以内
(百万円)

3年超
4年以内
(百万円)

4年超
5年以内
(百万円)

短期借入金 545 － － － －

長期借入金 995 604 232 － －

合計 1,540 604 232 － －
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当連結会計年度(2025年3月31日)

1年以内
(百万円)

1年超
2年以内
(百万円)

2年超
3年以内
(百万円)

3年超
4年以内
(百万円)

4年超
5年以内
(百万円)

短期借入金 545 － － － －

長期借入金 902 530 321 － －

合計 1,447 530 321 － －

3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年3月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 21,688 － － 21,688

デリバティブ取引

通貨関係 － 0 － 0

資産計 21,688 0 － 21,689

当連結会計年度（2025年3月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 21,992 － － 21,992

デリバティブ取引

通貨関係 － 0 － 0

資産計 21,992 0 － 21,992
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年3月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,830 － 1,830

負債計 － 1,830 － 1,830

当連結会計年度（2025年3月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,751 － 1,751

負債計 － 1,751 － 1,751

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は、相場価格を用いて評価しております。活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価

に分類しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時

価に分類しております。

長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算

定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

1 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3 その他有価証券

前連結会計年度(2024年3月31日)

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの)

株式 21,688 4,228 17,460

小計 21,688 4,228 17,460

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの)

株式 － － －

小計 － － －

合計 21,688 4,228 17,460

当連結会計年度(2025年3月31日)

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの)

株式 21,992 4,201 17,791

小計 21,992 4,201 17,791

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの)

株式 － － －

小計 － － －

合計 21,992 4,201 17,791

4 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 1,756 1,309 －

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 91 64 －
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(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
1年超

(百万円)

時価
(百万円)

為替予約等の
振当処理

為替予約取引

買掛金
買建

ユーロ 61 － 0

バーツ 2 － 0

当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
1年超

(百万円)

時価
(百万円)

為替予約等の
振当処理

為替予約取引

買掛金買建

ユーロ 2 － 0
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(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、主として確定給付型の退職一時金制度（非積立型制度でありますが、退職給付信託を設

定した結果、積立型制度となっているものがあります。）及び企業年金基金制度を設けております。また、当社は、

確定拠出年金制度を設けております。

なお、従業員の退職に際し、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない退職時加算

金を支払う場合があります。

提出会社 住友電設株式会社については、一部の退職時加算金を除き、退職一時金制度から適格退職年金制度へ

の移行が1992年に完了しております。また、2011年1月に適格退職年金制度を企業年金基金制度と確定拠出年金制度

に移行しております。なお、2022年4月1日に退職金制度の変更を行い、退職一時金制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行しております。

当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社全体で、退職一時金制度については8社が有しております。また、企

業年金基金制度については、住友電設確定給付企業年金（規約型）に6社が加入しております。

また、連結子会社1社は、確定拠出型の中小企業退職金共済制度を有しております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

退職給付債務の期首残高 10,805 百万円 10,903 百万円

勤務費用 436 419
利息費用 167 195
数理計算上の差異の発生額 △217 △556
退職給付の支払額 △359 △366
過去勤務費用の発生額 － －
その他 71 △38

退職給付債務の期末残高 10,903 10,556

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

年金資産の期首残高 12,082 百万円 13,242 百万円
期待運用収益 261 467
数理計算上の差異の発生額 739 △482
事業主からの拠出額 451 365
退職給付の支払額 △301 △296
その他 8 △7

年金資産の期末残高 13,242 13,289

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 385 百万円 281 百万円

退職給付費用 56 107

退職給付の支払額 △5 △3

制度への拠出額 △69 △49

連結除外による減少額 △85 －

退職給付に係る負債の期末残高 281 337
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(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

積立型制度の退職給付債務 11,201 百万円 10,859 百万円

年金資産 △13,916 △14,001
△2,715 △3,142

非積立型制度の退職給付債務 657 746
連結貸借対照表に計上された負債と資産
の純額

△2,057 △2,395

退職給付に係る負債 1,199 1,327
退職給付に係る資産 △3,257 △3,723
連結貸借対照表に計上された負債と資産
の純額

△2,057 △2,395

(注)簡便法を適用した制度を含んでおります。

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

勤務費用 436 百万円 419 百万円

利息費用 167 195

期待運用収益 △261 △467

数理計算上の差異の費用処理額 230 146

過去勤務費用の費用処理額 △263 △159

簡便法で計算した退職給付費用 56 107

その他 － －

確定給付制度に係る退職給付費用 364 241

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

過去勤務費用 △263 百万円 △159 百万円

数理計算上の差異 1,187 220

合計 923 60

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

未認識過去勤務費用 △159 百万円 － 百万円

未認識数理計算上の差異 255 34

合計 95 34
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(8) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

債券 52% 45%

株式 24 24

現金及び預金 0 0

オルタナティブ投資 17 25

生保一般勘定 5 5

その他 1 1

合計 100 100

(注)1 年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度11％、当連結会計

年度10％含まれております。

2 オルタナティブ投資は、主にヘッジファンド等への投資であります。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率は、年金資産の配分、年金資産を構成する各資産の過去の運用実績、及び市

場の動向を踏まえ設定しております。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

割引率 主として1.3% 主として2.0%

長期期待運用収益率 2.1 3.5

予想昇給率 3.7 3.7

3 確定拠出制度

前連結会計年度において、当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、198百万円であります。また、当

連結会計年度においては、205百万円であります。

なお、確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額はありません。
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(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

繰延税金資産

未払費用 985百万円 1,355百万円

退職給付に係る負債 413 370

未払事業税 177 253

貸倒引当金 126 132

会員権評価損 64 67

長期未払金 56 45

繰越欠損金 33 67

投資有価証券評価損 19 20

未払事業所税 17 17

減損損失 7 14

役員退職慰労引当金 3 5

棚卸資産評価損 0 0

その他 332 463

繰延税金資産小計 2,239 2,813

評価性引当額 △361 △428

繰延税金資産合計 1,877 2,385

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △5,326 △5,582

退職給付に係る資産 △856 △936

子会社の留保利益金 △642 △718

固定資産圧縮積立金 △21 △21

その他 △1 △0

繰延税金負債合計 △6,848 △7,259

繰延税金負債の純額 △4,970 △4,874

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が

法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）(以下、「改正法人税法」)が2025年3月31日に国会で成

立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりま

した。これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び

繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。この税率の変更により、繰

延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が172百万円減少し、法人税等調整額が14百万円増加、その他

有価証券評価差額金が157百万円減少、退職給付に係る調整額が1百万円増加しております。

(企業結合等関係)

記載すべき重要な事項はありません。

(資産除去債務関係)

記載すべき重要な事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

記載すべき重要な事項はありません。
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(収益認識関係)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) 1

合計
設備工事業

収益認識の時期

一時点で移転される財及びサービス 65,890 7,844 73,735

一定の期間にわたり移転されるサービス 111,788 － 111,788

顧客との契約から生じる収益 177,679 7,844 185,524

外部顧客への売上高 177,679 7,844 185,524

地域別

日本 149,144 7,844 156,989

アジア 28,504 － 28,504

その他 30 － 30

顧客との契約から生じる収益 177,679 7,844 185,524

外部顧客への売上高 177,679 7,844 185,524

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器・太陽光発電システム等の

販売、機器製作・修理及び給湯器の製造販売等を含んでおります。

2 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

3 「一時点で移転される財及びサービス」には、期間がごく短い工事の収益を含んでおります。
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当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) 1

合計
設備工事業

収益認識の時期

一時点で移転される財及びサービス 72,180 7,076 79,256

一定の期間にわたり移転されるサービス 124,382 － 124,382

顧客との契約から生じる収益 196,562 7,076 203,639

外部顧客への売上高 196,562 7,076 203,639

地域別

日本 161,029 7,076 168,105

アジア 35,525 － 35,525

その他 7 － 7

顧客との契約から生じる収益 196,562 7,076 203,639

外部顧客への売上高 196,562 7,076 203,639

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器・太陽光発電システム等の

販売等を含んでおります。

2 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

3 「一時点で移転される財及びサービス」には、期間がごく短い工事の収益を含んでおります。

2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項)」の「(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

期首残高 期末残高 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

受取手形 6,087 8,107 8,107 4,152

完成工事未収入金等 43,185 47,407 47,407 56,534

49,273 55,514 55,514 60,687

契約資産 15,101 17,555 17,555 19,142

契約負債

未成工事受入金 6,738 8,630 8,630 13,718

契約資産は、主に設備工事業における工事契約において、進捗度に基づき認識した収益にかかる未請求債権であ

ります。契約資産は対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権

へ振り替えられます。

契約負債は、主に工事契約において顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているもの

であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、5,510百万円でありま

す。

また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益の額は1,799百

万円であります。これは、前連結会計年度における請負金額の変動や、工事原価総額の見直しに伴う前々連結会計

年度の累計進捗度の変動により生じた収益の額であります。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、6,773百万円でありま

す。

また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額は、1,990

百万円であります。これは、当連結会計年度における請負金額の変動や、工事原価総額の見直しに伴う前連結会計

年度の累計進捗度の変動により生じた収益の額であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

連結会計年度末において未充足（又は部分的に充足）の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見

込まれる期間は、以下のとおりであります。

なお、当該履行義務は主に設備工事業における工事契約に関するものであり、工事の進捗度に基づき収益として

認識されますが、年度ごとの進捗度を合理的に見積ることが困難であるため、当該工事の取引価格は完工時期に基

づき区分しております。

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

1年内 98,621 104,582

1年超 64,142 99,264

合計 162,764 203,846
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営会議

において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、社内業績管理単位であるサービス別の事業部門及び子会社を基礎とし、経済的特徴が類似している

事業セグメントを集約した「設備工事業」を報告セグメントとしております。

「設備工事業」は、電気・管工事その他設備工事全般に関する事業を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における

記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振

替高は、市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) 1

合計
調整額
(注) 2

連結財務諸表
計上額
(注) 3

設備工事業

売上高

外部顧客に対する売上高 177,679 7,844 185,524 － 185,524

セグメント間の内部売上高
又は振替高

31 629 660 △660 －

計 177,710 8,473 186,184 △660 185,524

セグメント利益 12,273 268 12,542 5 12,548

セグメント資産 131,236 4,285 135,522 46,142 181,664

その他の項目

減価償却費 (注) 4 1,251 19 1,270 － 1,270

のれんの償却額 114 1 115 － 115

有形固定資産及び無形固定資産の
増加額 (注) 4

2,741 30 2,771 － 2,771

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器・太陽光発電システム等の

販売、機器製作・修理及び給湯器の製造販売等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額5百万円は、セグメント間取引消去に係るものであります。

セグメント資産の調整額46,142百万円は、セグメント間取引消去△540百万円、報告セグメントに配分していない

全社資産46,683百万円が含まれております。全社資産は、主に当社の現金預金、投資有価証券であります。

3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却額を含んでおり

ます。
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当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) 1

合計
調整額
(注) 2

連結財務諸表
計上額
(注) 3

設備工事業

売上高

外部顧客に対する売上高 196,562 7,076 203,639 － 203,639

セグメント間の内部売上高
又は振替高

34 675 709 △709 －

計 196,596 7,751 204,348 △709 203,639

セグメント利益 17,498 381 17,880 5 17,886

セグメント資産 142,359 4,480 146,840 50,737 197,577

その他の項目

減価償却費 (注) 4 1,312 11 1,324 － 1,324

のれんの償却額 － 1 1 － 1

減損損失 24 － 24 － 24

有形固定資産及び無形固定資産の
増加額 (注) 4

2,368 3 2,371 － 2,371

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器・太陽光発電システム等の

販売を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額5百万円は、セグメント間取引消去に係るものであります。

セグメント資産の調整額50,737百万円は、セグメント間取引消去△294百万円、報告セグメントに配分していない

全社資産51,032百万円が含まれております。全社資産は、主に当社の現金預金、投資有価証券であります。

3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却額を含んでおり

ます。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 アジア その他 合計

156,989 28,504 30 185,524

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

国内に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の100分の90を超えているた

め、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の100分の10以上の相手先はありません。
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当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 アジア その他 合計

168,105 35,525 7 203,639

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本 アジア 合計

14,398 1,770 16,169

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の100分の10以上の相手先はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

設備工事業

当期末残高 － 2 － 2

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

設備工事業

当期末残高 － 0 － 0

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

(百万円)
事業の内容

議決権等

の被所有割合

(％)

関連当事者との関係

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社
住友電気工

業㈱

大阪市

中央区
99,737

電線ケー

ブル及び

電気機器

その他機

械器具製

造、販売

直接 50.4

間接

親会社の子会社

住電商事㈱ 0.1

㈱アライドマテ

リアル 0.0

住友電工オプテ

ィフロンティア

㈱ 0.0

転籍4名

同社が発注

する各種設

備工事の設

計、施工、

監理

同社が販売

する電気機

器、その他

機械器具等

の購入

設備工事

の受注
9,993

完成工事

未収入金
5,935

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 取引条件ないし取引条件の決定条件等

設備工事の受注については市場価格、当社の採算を勘案した見積価格を提示し、その都度交渉の上決定してお

ります。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

(百万円)
事業の内容

議決権等

の被所有割合

(％)

関連当事者との関係

取引の内容
取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社
住友電気工

業㈱

大阪市

中央区
99,737

電線ケー

ブル及び

電気機器

その他機

械器具製

造、販売

直接 50.8

間接

親会社の子会社

住電商事㈱ 0.1

㈱アライドマテ

リアル 0.0

住友電工オプテ

ィフロンティア

㈱ 0.0

転籍4名

同社が発注

する各種設

備工事の設

計、施工、

監理

同社が販売

する電気機

器、その他

機械器具等

の購入

設備工事

の受注
12,763

完成工事

未収入金
8,021

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 取引条件ないし取引条件の決定条件等

設備工事の受注については市場価格、当社の採算を勘案した見積価格を提示し、その都度交渉の上決定してお

ります。

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。
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(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類
会社等
の名称

所在地
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等

の被所有割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
の子会
社

住電商事㈱
大阪市
西区

931

電子機器
及び自動
車用部品
等の販売

直接 0.1
同社が販売する電子機器
等の購入

原材料の購

入
7,745

電子記録
債務

2,993

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 上記の金額のうち期末残高については消費税等が含まれております。

2 取引条件ないし取引条件の決定条件等

原材料の購入については市場価格、当社の採算を勘案の上決定しております。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類
会社等
の名称

所在地
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等

の被所有割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
の子会
社

住電商事㈱
大阪市
西区

931

電子機器
及び自動
車用部品
等の販売

直接 0.1
同社が販売する電子機器
等の購入

原材料の購

入
7,151

電子記録
債務

2,362

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 上記の金額のうち期末残高については消費税等が含まれております。

2 取引条件ないし取引条件の決定条件等

原材料の購入については市場価格、当社の採算を勘案の上決定しております。

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

住友電気工業株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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(1株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

1株当たり純資産額 2,988.28円 3,232.72円

1株当たり当期純利益 284.09円 363.52円

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(1) 1株当たり純資産額

項目
前連結会計年度
(2024年3月31日)

当連結会計年度
(2025年3月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 110,932 119,178

普通株式に係る純資産額(百万円) 105,833 113,714

差額の主な内訳(百万円)

非支配株主持分 5,098 5,464

普通株式の発行済株式数(千株) 35,635 35,635

普通株式の自己株式数(千株) 219 459

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

35,416 35,176

(2) 1株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

10,060 12,800

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属す
る当期純利益(百万円)

10,060 12,800

期中平均株式数(千株) 35,414 35,212
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 545 545 1.125 －

1年以内に返済予定の長期借入金 995 902 1.025 －

1年以内に返済予定のリース債務 68 94 － －

長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

836 852 1.330
2026年6月～
2028年3月

リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

112 140 －
2026年4月～
2031年3月

合計 2,556 2,534 － －

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸

借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における1年ご

との返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分
1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金 530 321 － －

リース債務 70 34 21 12

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計

年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

(累計期間) 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 90,572 203,639

税金等調整前
中間(当期)純利益

(百万円) 6,569 18,954

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 4,417 12,800

1株当たり
中間(当期)純利益

(円) 125.33 363.52
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 46,506 50,816

受取手形 ※2 554 156

電子記録債権 ※2 6,288 3,435

完成工事未収入金 ※1 53,268 ※1 64,205

未成工事支出金 2,696 4,084

材料貯蔵品 0 0

前払費用 467 512

立替金 64 2

その他 615 651

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 110,458 123,862

固定資産

有形固定資産

建物 7,472 9,061

減価償却累計額 △3,005 △3,301

建物（純額） 4,466 5,760

構築物 343 454

減価償却累計額 △207 △226

構築物（純額） 135 227

機械及び装置 1,632 1,943

減価償却累計額 △1,297 △1,413

機械及び装置（純額） 335 529

車両運搬具 6 5

減価償却累計額 △6 △4

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 2,586 2,614

減価償却累計額 △1,757 △1,891

工具、器具及び備品（純額） 828 722

土地 5,782 5,782

建設仮勘定 767 0

有形固定資産合計 12,315 13,024

無形固定資産

のれん 2 0

ソフトウエア 727 617

ソフトウエア仮勘定 66 210

その他 3 3

無形固定資産合計 799 832
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 22,338 22,953

関係会社株式 2,540 3,230

出資金 0 0

関係会社出資金 540 540

長期貸付金 14 14

長期前払費用 275 316

前払年金費用 3,154 3,475

差入保証金 665 599

保険積立金 824 738

入会保証金 342 338

その他 122 130

貸倒引当金 △390 △395

投資その他の資産合計 30,428 31,941

固定資産合計 43,544 45,798

資産合計 154,003 169,661

負債の部

流動負債

支払手形 ※2 509 321

電子記録債務 ※2 11,522 9,908

工事未払金 ※1 24,470 ※1 25,553

短期借入金 ※1 3,595 ※1 5,245

１年内返済予定の長期借入金 995 902

未払金 2,715 2,896

未払費用 3,318 4,546

未払法人税等 2,452 3,224

未成工事受入金 5,860 12,315

役員賞与引当金 111 135

工事損失引当金 - 20

その他 197 263

流動負債合計 55,748 65,335

固定負債

長期借入金 836 852

繰延税金負債 4,664 4,550

その他 358 319

固定負債合計 5,858 5,721

負債合計 61,607 71,057
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,440 6,440

資本剰余金

資本準備金 6,038 6,038

その他資本剰余金 12 17

資本剰余金合計 6,050 6,055

利益剰余金

利益準備金 844 844

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 47 47

別途積立金 55,637 60,637

繰越利益剰余金 11,654 13,707

利益剰余金合計 68,184 75,235

自己株式 △403 △1,331

株主資本合計 80,271 86,400

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,123 12,203

繰延ヘッジ損益 0 0

評価・換算差額等合計 12,124 12,203

純資産合計 92,395 98,604

負債純資産合計 154,003 169,661
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当事業年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

売上高

完成工事高 143,943 154,183

売上原価

完成工事原価 ※1 124,811 ※1 130,672

売上総利益

完成工事総利益 19,131 23,511

販売費及び一般管理費 ※2 8,436 ※2 9,036

営業利益 10,695 14,475

営業外収益

受取利息 2 29

受取配当金 ※1 1,404 ※1 1,054

その他 254 344

営業外収益合計 1,661 1,429

営業外費用

支払利息 18 36

支払保証料 5 8

為替差損 30 18

その他 17 10

営業外費用合計 72 73

経常利益 12,283 15,830

特別利益

投資有価証券売却益 ※3 1,309 ※3 64

関係会社株式売却益 ※4 833 -

特別利益合計 2,142 64

特別損失

減損損失 - ※5 24

関係会社株式評価損 ※6 99 -

固定資産廃却損 ※7 43 -

特別損失合計 143 24

税引前当期純利益 14,283 15,870

法人税、住民税及び事業税 3,831 4,988

法人税等調整額 173 △369

法人税等合計 4,004 4,618

当期純利益 10,278 11,251
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【完成工事原価報告書】

前事業年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当事業年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

材料費 45,966 36.8 45,419 34.8

労務費 2 0.0 － －

(うち労務外注費) (－) (－) (－) (－)

外注費 51,154 41.0 54,535 41.7

経費 27,688 22.2 30,717 23.5

(うち人件費) (14,858) (11.9) (16,816) (12.9)

計 124,811 100.0 130,672 100.0

(注) 原価計算の方法は個別原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
固定資産圧

縮

積立金

別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 6,440 6,038 4 6,043 844 47 50,637 9,846 61,375

当期変動額

剰余金の配当 △3,470 △3,470

固定資産圧縮積立金

の取崩
△0 0

別途積立金の積立 5,000 △5,000

当期純利益 10,278 10,278

自己株式の取得

自己株式の処分 7 7

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 7 7 - △0 5,000 1,808 6,808

当期末残高 6,440 6,038 12 6,050 844 47 55,637 11,654 68,184

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △421 73,437 8,969 - 8,969 82,406

当期変動額

剰余金の配当 △3,470 △3,470

固定資産圧縮積立金

の取崩
- -

別途積立金の積立 - -

当期純利益 10,278 10,278

自己株式の取得 △3 △3 △3

自己株式の処分 21 28 28

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

3,154 0 3,154 3,154

当期変動額合計 18 6,834 3,154 0 3,154 9,988

当期末残高 △403 80,271 12,123 0 12,124 92,395
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当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
固定資産圧

縮

積立金

別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 6,440 6,038 12 6,050 844 47 55,637 11,654 68,184

当期変動額

剰余金の配当 △4,200 △4,200

固定資産圧縮積立金

の取崩
△0 0

別途積立金の積立 5,000 △5,000

当期純利益 11,251 11,251

自己株式の取得

自己株式の処分 5 5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 5 5 - △0 5,000 2,052 7,051

当期末残高 6,440 6,038 17 6,055 844 47 60,637 13,707 75,235

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △403 80,271 12,123 0 12,124 92,395

当期変動額

剰余金の配当 △4,200 △4,200

固定資産圧縮積立金

の取崩
- -

別途積立金の積立 - -

当期純利益 11,251 11,251

自己株式の取得 △961 △961 △961

自己株式の処分 33 38 38

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

80 △0 79 79

当期変動額合計 △927 6,128 80 △0 79 6,208

当期末残高 △1,331 86,400 12,203 0 12,203 98,604
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【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②デリバティブ

時価法

③棚卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定してお

ります。)

2 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお、のれんについては、5年内の均等償却を行っております。また、自社利用のソ

フトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

3 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しておりま

す。

③工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち当事業年度末において損失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることができる工事については、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を計上しており

ます。
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④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

a 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

b 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

c 過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により費用

処理しております。

なお、年金資産の額が退職給付債務を超える場合には、前払年金費用に計上しております。

4 収益及び費用の計上基準

当社は電気工事、情報通信工事をはじめ、電力、空調、プラント等の設備工事の、設計、施工、監理を主な事

業内容としております。当該事業における主な履行義務の内容は、顧客との工事契約に基づき、工事物件を完成

させる義務であります。

工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該

進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。これは、主に当社が顧客との契約における義務を

履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、かつ、顧客との契約における義務の履行

を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していると考えられるためであります。なお、

履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出して

おります。また、契約の初期段階を除き、進捗度を合理的に見積ることができない場合には、原価回収基準を適

用しております。

ただし、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点である工事完了時に収益を認識して

おります。

履行義務に関する取引の対価は、契約期間中に段階的に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

5 ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については振当処理に

よっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引

③ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る相場変動

リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

また、予定取引については実行する見込が極めて高いことを確認しております。

6 その他財務諸表作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表における

これらの会計処理の方法と異なっております。
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(重要な会計上の見積り)

工事契約における収益認識

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る
工事契約の売上高

81,009 85,685

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）工事契約における収益認識」に記載した内容と同一であ

ります。

(会計方針の変更)

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日 以下「2022年改正会

計基準」という）等を当事業年度の期首から適用しております。

「2022年改正会計基準」等の適用については、「2022年改正会計基準」第20-3項ただし書きに定める経過的な取

扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準第28号 2022年10月28日）第65-2項（2）ただ

し書きに定める経過的な取扱いに従っております。当該会計方針の変更が当事業年度の期首の利益剰余金へ与え

る影響はありません。

また、この変更が財務諸表に与える影響はありません。

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。

また、前事業年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「固定資産廃却損」は、営業外費用の総額の100

分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「その他」23百万円は、「支払保

証料」5百万円、「その他」17百万円として組み替えております。
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(貸借対照表関係)

※1 このうち関係会社に対するものは次のとおりであります。

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

完成工事未収入金 6,192百万円 8,286百万円

工事未払金 1,736 1,810

短期借入金 3,050 4,700

※2 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

受取手形 39百万円 －百万円

電子記録債権 16 －

支払手形 13 －

電子記録債務 1,750 －

※3 偶発債務(保証債務)

他の会社の工事契約について、履行保証を行っております。

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

PT タイヨー シナール
ラヤ テクニク

1,788百万円 713百万円

タイセムコンCO.,LTD. 1,301 1,643

スミセツ フィリピンズ,INC. 219 263

スミセツ ベトナム CO.,LTD 18 3

計 3,327 2,624
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(損益計算書関係)

※1 このうち関係会社に対するものは次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当事業年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

完成工事原価 10,243百万円 10,453百万円

受取配当金 914 508

※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度15%、当事業年度15%、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度85%、当事業年度85%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)

当事業年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

従業員給料手当 2,930百万円 3,256百万円

地代家賃 748 744

減価償却費 732 588

役員賞与引当金繰入額 111 137

※3 投資有価証券売却益

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

主として、㈱ミライト・ワン及び㈱大気社等の株式売却によるものであります。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

㈱大林組及び伊藤ハム米久ホールディングス㈱の株式売却によるものであります。

※4 関係会社株式売却益

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

連結子会社であったスミセツテクノ㈱の全株式を譲渡したことによるものであります。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

※5 減損損失

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

※6 関係会社株式評価損

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

連結子会社であるスミセツベトナムCO.,LTDへの出資金に係る評価損であります。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。
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※7 固定資産廃却損

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

特別損失の固定資産廃却損43百万円は、東京工事センター建替えに伴う建物解体工事費用であります。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

前事業年度(2024年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分
前事業年度

(百万円)

子会社株式 2,540

関連会社株式 0

計 2,540

当事業年度(2025年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分
当事業年度

(百万円)

子会社株式 3,230

関連会社株式 0

計 3,230
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(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

繰延税金資産

未払費用 841百万円 1,195百万円

退職給付引当金 289 251

未払事業税 159 187

貸倒引当金 119 125

長期未払金 109 100

会員権評価損 64 66

関係会社株式評価損 55 58

投資有価証券評価損 19 18

減損損失 7 14

その他 243 367

繰延税金資産小計 1,910 2,386

評価性引当額 △369 △395

繰延税金資産合計 1,540 1,990

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △5,326 △5,582

前払年金費用 △856 △936

固定資産圧縮積立金 △21 △21

繰延税金負債合計 △6,204 △6,540

繰延税金負債の純額 △4,664 △4,550

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度
(2024年3月31日)

当事業年度
(2025年3月31日)

法定実効税率 30.6% －%

(調整)

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

0.9 －

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

△2.1 －

評価性引当額 0.2 －

住民税均等割 0.4 －

外国税額 0.2 －

特別税額控除 △2.2 －

その他 0.1 －

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

28.0 －

当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下

であるため注記を省略しております。

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）(以下、「改正法人税法」)が2025年3月31日に国会で成

立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりま

した。これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び

繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

この税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が176百万円減少し、法人税等調整
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額が18百万円増加、その他有価証券評価差額金が157百万円減少しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投 資
有価証券

その他
有価証券

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)

住友不動産㈱ 1,021,000 5,710

アサヒグループホールディングス㈱ 2,550,000 4,875

㈱ミライト・ワン 1,991,000 4,336

㈱ダイフク 558,000 2,032

㈱住友倉庫 542,500 1,498

日本空港ビルデング㈱ 210,000 863

MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス㈱

242,100 780

日東電工㈱ 250,000 683

㈱三晃空調 700,000 590

㈱大気社 184,000 420

京阪神ビルディング㈱ 129,000 175

㈱明電舎 33,400 144

㈱三十三フィナンシャルグループ 53,700 127

関西国際空港土地保有㈱ 2,040 102

㈱ハーフセンチュリーモア 2,000 100

東西土地建物㈱ 360 83

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 41,000 82

三井住友トラストグループ㈱ 21,232 78

その他 23銘柄 259,714 266

計 8,791,046 22,953
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

建物 7,472 1,619
29
[8]

9,061 3,301 311 5,760

構築物 343 111 － 454 226 18 227

機械及び装置 1,632 330 19 1,943 1,413 135 529

車両運搬具 6 0 1 5 4 0 0

工具、器具及び備品 2,586 128
100
[15]

2,614 1,891 217 722

土地 5,782 － － 5,782 － － 5,782

建設仮勘定 767 123 890 0 － － 0

有形固定資産計 18,591 2,313
1,041
[24]

19,862 6,837 682 13,024

無形固定資産

のれん 627 － － 627 626 1 0

ソフトウエア 2,584 118 158 2,545 1,927 228 617

ソフトウエア仮勘定 66 252 108 210 － － 210

その他無形固定資産 24 － － 24 20 0 3

無形固定資産計 3,302 370 266 3,407 2,575 230 832

長期前払費用
306
(273)

149
(148)

108
(107)

348
(314)

32 1
316
(314)

(注)1 長期前払費用の( )内は、内書きで保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償

却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

東京都 東京工事センター

建物及び構築物 1,651百万円

機械及び運搬具 59百万円

3 「当期減少額」欄の[ ]は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 392 10 － ※1 5 397

役員賞与引当金 111 135 111 － 135

工事損失引当金 － 20 － － 20

(注)※1 一般債権の貸倒実績率による洗替及び債権の回収等による取り崩しであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

剰余金の配当の基準日
9月30日
3月31日

1単元の株式数 100株

単元未満株式の買取及び
買増

取扱場所
(特別口座)
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

取次所 －

買取及び買増手数料 無料

公告掲載方法

「当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行

う」旨を定款に定めている。

(公告掲載ホームページアドレス https://www.sem.co.jp/)

株主に対する特典 なし

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書
及びその添付書類、
有価証券報告書の確認書

事業年度
(第99期)

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

2024年 6月25日
関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書 事業年度
(第99期)

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

2024年 6月25日
関東財務局長に提出

(3) 半期報告書及び
半期報告書の確認書

(第100期中) 自 2024年 4月 1日
至 2024年 9月30日

2024年11月 6日
関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における
議決権行使の結果）に基づく臨時報告書

2024年 6月26日
関東財務局長に提出

(5) 自己株券買付状況報告書 報告期間 自 2024年 5月 1日
至 2024年 5月31日

2024年 6月12日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2025年6月25日

住友電設株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 本 光 弘

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 杏 井 康 真

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る住友電設株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住

友電設株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。



工事契約における収益認識

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「重要な会計上の見積り」に記載の

とおり、住友電設株式会社グループは工事契約に関し

て、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間が

ごく短い工事を除き、進捗度を合理的に測定できる場合

には当該進捗度に応じて収益認識している。進捗度は、

当連結会計年度末までの実際の発生原価と、工事完了ま

でに発生予定の原価を含めた工事原価総額の見積額との

比較により算定される。なお、同社グループの進捗度に

応じて計上された工事契約の売上高は124,382百万円で

あり、連結売上高に占める割合は61.1％である。

工事原価総額の見積りは、契約毎に工事内容、工期、

想定リスク等を検討して算定される。

具体的には、まず、積算部門にて個々の作業内容の特

定と対応原価が見積られ、利害を別とする関係部門の協

議を経て決定される。

その後の工事期間中に、顧客要望による仕様変更や、

資機材の納入遅延等による工事遅延、資機材の価格変動

により、追加原価の発生が避けられない場合には、工事

部門において工事原価総額の見直しが実施される。特

に、同社グループが扱う大型データセンター案件等の大

規模工事では、工事原価の変動要素が多く、工期も長期

に及ぶことから、他の工事に比して工事原価が変更され

ることが多く、そのため必要な追加原価が工事原価総額

に反映されているかどうかについて、相対的に高い不確

実性がある。

したがって、大型データセンター案件等の大規模工事

に係る工事着手後の工事原価総額には不確実性があり、

進捗度の測定を通じて連結売上高に影響を及ぼす可能性

がある。

以上から、当監査法人は、工事契約における収益認識

に関して、同社グループの工事着手後の工事原価総額の

見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において

特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると

判断した。

当監査法人は、収益認識に関する進捗度の測定の前提

となる工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、

主に以下の手続を実施した。

また、一部の連結子会社については、構成単位の監査人

を関与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査

閲を含め、主として以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

工事原価総額の作成プロセスに関連する内部統制の整

備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たって

は、特に工事着手後の工事原価総額の見直し要否に係る

モニタリングの統制に焦点を当てた。

(2)工事原価総額の見積りの合理性の評価

同社グループの受注額が一定金額以上の大型データセ

ンター案件等の大規模工事に係る工事契約について、主

に以下の手続を実施した。

まず、過年度の工事原価総額の見積りの精度を評価す

るため、当連結会計年度に完成した工事に係る原価実績

について、前連結会計年度末以前の工事原価総額の見積

りと比較分析し、乖離の程度とその理由を検証した。

次に、進行中の工事に係る工事原価総額の見積りの合

理性を評価するため、以下の手続を実施した。

・特に金額的重要性が高い工事案件について、見積りの

仮定について詳細に把握するとともに、見積り資料と

照合することで、主要な原価要素毎に見積りの不確実

性の程度を評価した。

・工事種別ごとに工事着手後の実際の原価進捗率と、過

去の類似工事に係る平均的な原価進捗率を比較分析

し、乖離の程度を検証した。なお、大幅な乖離がある

場合、工事原価総額の見積り資料を閲覧するととも

に、乖離の理由及び工事原価総額の見直しの要否判断

を工事部門責任者へ質問し、工事原価総額に反映すべ

き追加原価の要否を検証した。

・工事の進捗状況及び工事原価総額の見直しの要否判断

を工事部門責任者へ質問し、工事原価総額に反映すべ

き追加原価の要否を検証した。

・上記で工事原価総額が見直されている場合、追加原価

の内容を検証するため、見積り資料と照合した。

・一部の工事現場には視察を実施した。



その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。



・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲

に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、住友電設株式会社の2025年3月

31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、住友電設株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。



監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の

状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。



独立監査人の監査報告書

2025年6月25日

住友電設株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 本 光 弘

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 杏 井 康 真

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る住友電設株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第100期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住友電

設株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

（工事契約における収益認識）

財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「工事契約における収益認識」は、連結財務諸表の監査

報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「工事契約における収益認識」と実質的に同一の内容である。このた

め、財務諸表の監査報告書では、これに関する記載を省略する。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような



重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。



＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役社長谷信は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改

訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し

ています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的

な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当た

っては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行い

ました。その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選

定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の

要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質

的影響並びにその発生可能性の観点から必要範囲を考慮して決定し、当社及び僅少なものを除いた全ての連結子会社を

対象として行いました全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定

しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は複数の事業活動を展開する建設会社であることから、主

に売上高が事業活動の規模を表すと考え、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適正であると判断しまし

た。具体的には、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、

前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事

業拠点においては、建設業を営む当社において、完成工事高、完成工事未収入金及び未成工事支出金が主たる事業の経

営成績、財政状態を判断するために重要な勘定科目と考えられるため、完成工事高、完成工事未収入金及び未成工事支

出金に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠

点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロ

セスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス（固定資産減損等）を財務報告への影響を勘

案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。


